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   第 ５ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

平成28年12月14日(水曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時29分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成28年度熊本県一般会計補

正予算（第13号） 

議案第３号  平成28年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第６号 平成28年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計補正予算

（第１号） 

議案第７号 平成28年度熊本県電気事業会

計補正予算（第１号） 

議案第８号 平成28年度熊本県工業用水道

事業会計補正予算（第３号） 

議案第18号 平成28年度自然公園施設災害

復旧事業の経費に対する阿蘇市負担金

（地方財政法関係）について 

議案第25号 指定管理者の指定について 

 請第18号 （有）山口海運の岩石採取計画

の認可申請に関する請願 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①熊本復旧・復興４カ年戦略の策定につ

いて 

  ②水俣病対策の状況について 

  ③国立公園満喫プロジェクト「ステップ

アッププログラム」の策定について 

  ④高病原性鳥インフルエンザに関する情

報について 

  ⑤熊本地震に係る災害廃棄物処理の状況

について 

  ⑥熊本県中小企業振興基本条例に基づく

取組みについて 

  ⑦熊本県産業人材の確保・育成及び県民

の活躍支援に関する計画について 

  ⑧阿蘇採石場の終掘に向けた取組みにつ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 内 野 幸 喜 

        副委員長 前 田 憲 秀 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 岩 中 伸 司 

委  員 溝 口 幸 治 

委  員 磯 田   毅 

委  員 末 松 直 洋 

委  員 髙 島 和 男 

欠席委員(なし) 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 田 代 裕 信 

政策審議監 坂 本 孝 広 

環境局長 成 富   守 

県民生活局長 田 中 義 人 

首席審議員兼         

環境政策課長 村 井 浩 一 

水俣病保健課長 小 原 雅 之 

水俣病審査課長 藤 本   聡 

政策監 山 口 喜久雄 

環境立県推進課長 橋 本 有 毅 

環境保全課長 川 越 吉 廣 

自然保護課長 中 尾 忠 規 

循環社会推進課長 久 保 隆 生 

くらしの安全推進課長 猿 渡 信 寛 

首席審議員兼         

消費生活課長 中 富 恭 男 

男女参画・協働推進課長 守 山 幸 子 
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人権同和政策課長 園 田 正 喜 

 商工観光労働部 

部 長 奥 薗 惣 幸 

政策審議監兼         

商工政策課長 磯 田   淳 

商工労働局長 伊 藤 英 典 

新産業振興局長 寺 野 愼 吾 

観光経済交流局長 中 川   誠 

国際スポーツ大会推進局長 小 原 雅 晶 

商工振興金融課長 原 山 明 博 

労働雇用創生課長 石 元 光 弘 

産業支援課長 三 輪 孝 之 

エネルギー政策課長 前 野   弘 

企業立地課長 岡 村 郷 司 

観光課長 永 友 義 孝 

国際課長 小金丸   健 

政策監 末 藤 尚 希 

首席審議員兼         

くまもとブランド推進課長 柳 田 紀代子 

国際スポーツ大会推進課長 水 谷 孝 司 

企業局 

局 長 五 嶋 道 也 

次長兼総務経営課長 福 島   裕 

工務課長 武 田 裕 之 

労働委員会事務局            

局 長 白 濵 良 一 

審査調整課長 真 田 由紀子 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課課長補佐 福 田 博 文 

政務調査課参事 徳 永 和 彦 

――――――――――――――― 

午前10時０分開議 

○内野幸喜委員長 おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから第５

回経済環境常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 次に、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、部局ごとに質疑、採決を行いたいと

思います。 

 説明については、環境生活部、商工観光労

働部、企業局の順で説明をお願いします。な

お、執行部からの説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を、

続いて担当課長から資料に従い順次説明をお

願いします。 

 

○田代環境生活部長 それでは、審議事項に

先立ちまして、まず熊本地震への主な対応状

況について御説明申し上げます。 

 災害廃棄物の処理につきましては、益城町

に県が整備を行っております２次仮置き場を

順次供用しておりまして、処理体制を確保す

ることによりまして、損壊家屋等の公費解体

を加速化し、発災後２年以内の処理完了を目

指しております。 

 阿蘇くじゅう国立公園につきましても、草

千里給水施設等の測量設計を実施しており、

また、国が進めます国立公園満喫プロジェク

トの具体的な実行計画を12月中に策定すべ

く、国や大分県、関係市町村等と調整を行っ

ております。 

 続きまして、本日御審議いただきます議案

につきまして御説明申し上げます。 

 今回提出しております議案は、予算関係１

議案、条例等関係２議案でございます。 

 まず、12月補正予算でございますけれど

も、総額２億9,000万円余の増額補正をお願

いしております。 

 主な内容としましては、阿蘇くじゅう国立

公園等の公園施設の整備に要する経費、女性

活躍促進のためのネットワーク構築に要する

経費、市町村が実施します隣保館の耐震化整

備に補助する経費等でございます。 

 これらによりまして、特別会計を含めた環
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境生活部の予算総額は、338億2,000万円余と

なります。 

 また、来年度の委託契約に係ります債務負

担行為や補助事業等の繰越明許費の設定につ

いてもお願いしております。 

 次に、条例等議案でございますが、第18号

議案の平成28年度自然公園施設災害復旧事業

の経費に対する阿蘇市負担金については、阿

蘇山上給水施設の災害復旧費の一部を阿蘇市

に負担いただくものです。 

 次に、第25号議案の指定管理者の指定につ

きましては、上天草市にございます天草ビジ

ターセンターの指定管理者の指定を提案する

ものでございます。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。 

 このほか、水俣病対策の状況についてなど

４件につきまして御報告させていただきま

す。 

 詳細につきましては関係課長が御説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○小原水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 委員会説明資料の２ページ目をお願いいた

します。 

 平成28年度繰越明許費でございます。 

 胎児性・小児性患者等の地域生活支援事業

につきまして、繰越明許費１億7,700万円の

設定をお願いするものです。 

 この事業は、水俣病患者の方々が入所され

ている水俣市立明水園の個室を増加するなど

の改修工事を実施している水俣市への補助で

ございますが、実施設計の検討、作成などに

時間を要したことから、繰り越しをお願いす

るものでございます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

○藤本水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 ３ページをお願いいたします。 

 公害保健費につきまして、728万6,000円の

増額をお願いするものです。これは、説明欄

にございますとおり、公害健康被害補償給付

支給事務費の精算に伴う返納金です。 

 認定審査会や検診などの水俣病認定業務に

必要な経費につきましては、毎年、その費用

の２分の１を国が事務費交付金として支給す

るようになっております。今回の返納金は、

平成27年度の経費を精算した結果、昨年度は

一時中断していた認定審査会を７月に再開し

たものの、年度途中からの再開であったこと

から、検診などに係る経費の支出実績が当初

の見込みを下回ったことによるものです。毎

年、12月補正で計上させていただいていると

ころです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 これは、一般会計から企業局への貸付金に

係る増額補正でございまして、企業局が国の

補助金を受けて行う有明工業用水主要設備の

詳細設計及び更新工事の熊本県負担分の財源

に対する貸付金として、2,098万円余を一般

会計から貸し付けるものでございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 右の欄に記載のとおり、市町村等再生可能

エネルギー等導入推進事業につきまして、繰

越明許費7,700万円の設定をお願いするもの

です。 

 この事業は、太陽光発電等の再生可能エネ

ルギーを公共施設等へ導入する市町村などへ

補助するものですが、導入予定の建物の熊本

地震での被災による事業着手のおくれなどに

より、３団体において事業完了が翌年度とな

ることが見込まれるため、繰越明許費の設定

をお願いするものです。 
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 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○川越環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 債務負担行為といたしまして、大気汚染監

視業務と海域水質環境調査業務の来年度の実

施につきまして、それぞれ限度額304万9,000

円と1,520万7,000円の設定をお願いするもの

でございます。 

 大気汚染監視業務につきましては、ＰＭ

2.5や有害大気汚染物質等の成分分析のう

ち、県の保健環境科学研究所で分析できない

項目を民間委託するものでございます。 

 海域水質環境調査業務は、海域の環境基準

点50地点につきまして、原則として毎月１回

船を出して採水し、水質分析をする業務等を

民間委託するものでございます。 

 両事業ともに、４月から年間を通じての調

査でございますので、契約事務等を考慮し、

債務負担行為を設定するものでございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中尾自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 12月補正予算でございます。 

 まず、７ページでございます。 

 上段で、観光費１億7,100万余を計上して

おります。 

 これは、国立公園満喫プロジェクト推進事

業で、草千里展望所、古坊中駐車場等の整備

に要する経費でございます。 

 次に、下段の観光施設災害復旧費としまし

て2,100万円余を計上しております。 

 これは、自然公園施設等災害復旧費で、矢

部周辺県立自然公園の休憩所の復旧に要する

経費でございます。 

 続きまして、８ページをお願いします。 

 平成28年度繰越明許費でございます。２つ

の事業を計上しております。 

 まず、上段の商工費の国立公園満喫プロジ

ェクト推進事業の１億7,100万でございます

が、これは前ページの12月補正で予算要求し

てございます観光施設災害復旧事業の国への

交付申請を議会終了後に行い、その後交付決

定をするため、年度内に十分な工期が確保で

きないことによるものでございます。 

 また、下段の商工災害復旧費の８億400万

でございます。 

 これにつきましても、災害査定等が年を明

けまして１月、２月に予定され、その後、交

付申請、交付決定がなされるため、年度内に

十分な工期ができないことによるものでござ

います。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 天草ビジターセンターの管理運営に伴う債

務負担行為でございます。1,000万余を計上

しております。 

 これにつきましては、事業期間が来年４月

１日からで、年度内契約を完了するために

は、契約事務を考慮しますと、今議会での債

務負担行為の設定が必要であることによるも

のでございます。 

 また、天草ビジターセンターの指定管理者

の選定におきましては、資料の18ページをお

願いします。 

 １にありますように、９月の公募から11月

の選考委員会を経まして、２にありますよう

に、三勢・ひとづくりくまもとネット・祐和

會共同体を選定しました。また、３にありま

すように、選定理由としましては、センター

で求められる公の施設としての設置目的を十

分に理解し、また、県の運営方針に合致して

おり、適当と判断をしました。 

 続きまして、また16ページをお願いしま

す。 

 部長の総括説明にありましたように、条例

等議案につきましてでございます。 

 第18号の自然公園施設災害復旧事業の経費
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に対する阿蘇市負担でございます。 

 熊本地震によります阿蘇山上の給排水施設

の被災によりますところの補助残の負担とし

まして、県と阿蘇市で行うことによるもので

ございます。 

 また、17ページをお願いします。 

 第25号の指定管理者の指定につきまして

は、６ページで御説明しましたように、天草

ビジターセンターの指定管理を、三勢・ひと

づくりくまもとネット・祐和會共同体に指定

したことによるものでございます。 

 以上、説明を終わります。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

○久保循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 補正予算でございます。 

 一般廃棄物等対策費の中で、海岸漂着物等

地域対策推進事業について、4,050万円余を

増額するものでございます。 

 この事業は、環境省補助金を活用し、通常

の海岸漂着ごみなどにつきまして、県や市町

村が回収、処理、発生抑制対策に取り組む事

業でございますが、今回、国の平成28年度第

２次補正予算の中で、翌年度の事業予算とし

て内示を受けて計上するものでございます。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費でございます。 

 右の事業名欄をごらんください。 

 １点目は、公共関与産業廃棄物最終処分場

エコアくまもとのアクセス道路整備事業に係

るものでございます。 

 この事業は、南関町から県が受託して実施

する町道整備事業で、当初は今年度内の事業

完了を目指しておりましたが、町が実施して

おります用地補償交渉に時間を要しまして、

一部区間で工事等の期間を確保できず、年度

内の完成が困難となったものでございます。

なお、繰越額は２億3,600万円、竣工は平成

29年９月ごろを予定しております。 

 ２点目は、先ほど補正予算で御説明しまし

た海岸漂着物等地域対策推進事業に係るもの

でございます。翌年度実施分としまして、3,

800万円を繰り越すものでございます。 

 循環社会推進課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○中富消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 同じ説明資料の12ページをお願いいたしま

す。 

 消費者行政推進費につきまして、753万

6,000円の増額補正をお願いしております。

財源は、全額国から交付されております消費

者行政活性化基金を充てております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 災害に関連しました消費生活相談につきま

して、県の消費生活センターにおけます無料

法律相談の実施等機能強化に要する経費、及

び地震の被害を受けました市町村の消費生活

相談窓口の機能強化に対する補助金を計上し

ております。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○守山男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 社会福祉総務費の男女共同参画推進事業

費、くまもとの女性活躍促進事業につきまし

て、12月補正をお願いするものでございま

す。 

 これは、平成26年度から実施しております

女性経営参画塾の修了生へのフォローアップ

研修を行うことにより、修了生みずから研修

の企画や運営等を行うためのネットワークの

構築を促進する事業であり、経済対策事業と

して計上するものでございます。御審議方よ

ろしくお願いいたします。 



第５回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成28年12月14日) 

 - 6 - 

 

○園田人権同和政策課長 人権同和政策課で

ございます。 

 説明資料の14ページをお願いいたします。 

 社会福祉総務費について、2,130万円余の

増額補正をお願いしております。 

 説明欄をお願いいたします。 

 市町村が実施する隣保館の耐震化整備に対

し補助するものでございます。隣保館の耐震

化整備につきましては、市町村と協議の上、

国の事業を活用し、計画的に進めておりま

す。今年度の予算配分は既に終了しておりま

したが、熊本地震を受けまして、国の経済関

連事業として予算措置されたことによりまし

て、今回、補正予算でお願いをしておりま

す。 

 15ページをお願いいたします。 

 ただいま御説明いたしました隣保館の耐震

化整備に関しまして、早期着工・完了に努め

ますが、事業完了が翌年度になることが見込

まれるため、繰越明許費の設定をお願いする

ものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○内野幸喜委員長 次に、商工観光労働部長

から総括説明を、続いて担当課長から、資料

に従い、順次説明をお願いします。 

 

○奥薗商工観光労働部長 議案の説明に先立

ちまして、県内の景気・雇用状況について簡

単に御説明いたします。 

 震災以降、落ち込んでおりました景気は、

夏ごろからＶ字回復を果たしており、日銀熊

本支店が先月発表しました金融経済概観で

は、県内の景気は「供給面の制約緩和や復興

需要の顕在化が進むもとで、着実に持ち直し

ている」とされております。 

 個人消費並びに製造業の生産につきまして

も、引き続き回復傾向にございます。 

 雇用情勢につきましては、県全体では有効

求人倍率が過去最高の1.46倍となり、統計を

とり始めて以来、初めて全国平均を上回るな

ど、復旧需要に直面する企業からの求人を背

景に高い水準となっております。 

 引き続き、熊本地震により傷ついた県経

済・産業の復旧、復興に向け、グループ補助

金を初めとした支援に、危機感とスピード感

を持って取り組んでまいります。 

 それでは、商工観光労働部関係の提出議案

の概要につきまして説明させていただきま

す。 

 今回提案しております議案は、予算関係３

議案でございます。 

 まず、一般会計の補正予算としましては、

被災事業者の資金需要に対応するための制度

融資枠の拡充やラグビーワールドカップ2019

の試合会場の整備に要する経費等について、

総額135億8,027万円余の増額補正を計上して

おります。 

 あわせて、グループ補助金等の繰越明許費

10件及び来年度の年間業務委託等に係る債務

負担行為の補正５件を計上しております。 

 次に、その他特別会計の補正予算としまし

て、城南工業団地の災害対策工事等に要する

経費について、総額3,080万円余の増額補正

及び繰越明許費２件を計上しております。 

 そのほか、全常任委員会共通事項でござい

ますけれども、熊本復旧・復興４カ年戦略の

策定について、また、商工観光労働部から、

熊本県中小企業振興基本条例に基づく取り組

みについてなど、計４件を御報告させていた

だきます。 

 なお、詳細につきましては担当課長から説

明いたしますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○原山商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 説明資料の21ページをお願いいたします。 

 中小企業振興費につきまして、125億7,083
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万円余の増額をお願いしております。 

 これは、右の説明欄にございますように、

熊本地震により被害を受けた中小・小規模企

業の資金繰りを支援するための融資枠の追加

及び保証料の補助に要する経費でございま

す。 

 具体的には、県制度融資の金融円滑化特別

資金の融資枠を500億円追加するとともに、

この資金に係る信用保証料を全額補助するも

のでございます。 

 熊本地震に対応した資金の融資枠追加につ

きましては、これまで合計1,300億円を追加

させていただきましたが、これに対応する融

資実績が11月末現在で約921億円となってお

ります。今後も、施設等の復旧整備が進むに

従い資金需要が生じるものと見込まれますこ

とから、今回、さらに500億円の融資枠追加

をお願いするものでございます。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 右の事項欄に記載しております３つの事業

について、1,204億8,100万円の繰越明許費の

設定をお願いするものでございます。 

 まず、中小企業等グループ施設等復旧整備

補助事業、いわゆるグループ補助金でござい

ますが、これにつきましては現在417グルー

プの認定を行い、グループを構成する各事業

者に対し順次交付決定を行っているところで

すが、復旧事業が今年度中に完了せず翌年度

となる事業者も多く見込まれますことから、

翌年度においても補助金の支出ができるよ

う、1,200億円の繰越明許費の設定をお願い

するものでございます。 

 次の商店街等施設等災害復旧補助事業につ

きましては、商店街のアーケード等の共同施

設の復旧に対する補助、次の商工会等施設等

災害復旧補助事業につきましては、商工会、

商工会議所等の指導・相談施設の復旧に対す

る補助事業でございますが、いずれもグルー

プ補助金と同様、復旧事業が今年度中に完了

せず、翌年度となる事業者が見込まれますこ

とから、２事業合わせて４億8,100万円の繰

越明許費の設定をお願いするものでございま

す。 

 商工振興金融課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○石元労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 お手元の説明資料の23ページをお願いしま

す。 

 まず、12月補正予算として、労働施設災害

復旧費で2,500万円余を要求しております。

これは、具体的には、熊本地震で被災した熊

本テルサに対する災害復旧費の助成事業でご

ざいます。 

 一般の中小企業等は、グループ補助金の対

象になれば復旧費の４分の３の補助金の助成

がありますが、テルサの場合、財団法人の基

本財産の７割を県が出資していることから、

復旧費の７割相当分についてはグループ補助

金の対象外となったことから、県が災害復旧

事業債を財源として熊本テルサに補助を行う

ものでございます。 

 次の24ページをお願いします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 高等技術専門校の実習棟の耐震診断事業の

1,100万円と、高等技術専門校及び技術短期

大学校の災害復旧事業の２億100万円の繰り

越しをお願いするものでございます。 

 営繕課へ災害復旧事業の依頼を行っている

分について、今年度完了が見込めない校舎、

外壁等の災害復旧分について、繰り越し枠の

設定をお願いするものでございます。 

 続きまして、25ページをお願いします。 

 債務負担行為の追加として３本をお願いし

ております。 

 １段目のしごと相談・支援センター関係業

務につきましては、労働局と一体として実施

している水道町にございます通称くまジョブ
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において、求職者等の就労を支援するための

キャリアカウンセリング及び生活相談を業務

委託するものでございます。 

 ２段目の熊本県ＵＩＪターン就職支援セン

ター運営業務につきましては、東京の有楽町

と熊本市内の水道町のくまジョブに設置する

熊本県ＵＩＪターン就職支援センターの運営

を業務委託するものでございます。 

 以上２つの業務は、一般競争入札による手

続が必要でございます。契約事務に要する時

間を考慮し、また、４月１日から業務を開始

することから、債務負担行為の設定をお願い

するものでございます。 

 ３段目の戦略産業雇用創造プロジェクト事

業につきましては、本県の戦略産業分野であ

るセミコンダクタ、食品製造関連産業を対象

に、平成26年から28年度の３年間の事業とし

て実施しておりますが、熊本地震に係る雇用

対策の一環として国と協議し、事業期間の１

年間の延長措置と、大きな被害を受けた宿

泊・飲食サービス業を対象業種に追加し、取

り組むものでございます。 

 今回債務負担行為の設定をお願いしている

事業は、求職者に対するスキルを身につける

ための研修、訓練を実施して、希望する企業

へ就職促進を図るものです。次年度までの２

カ年で取り組むもので、次年度にわたり契約

を締結する必要があるため、12月議会での債

務負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 労働雇用創生課からは以上です。御審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

○三輪産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 委員会説明資料の26ページをお願いいたし

ます。 

 工鉱業振興費の工鉱業振興費でございます

が、熊本県ＩｏＴ推進ラボ事業として585万

円をお願いしております。 

 ＩｏＴ推進ラボ事業とは、本年７月に国な

どからＩｏＴプロジェクト創出のための取り

組みを進める地方自治体として本県が認定さ

れたことを受けて、実施する事業でございま

す。 

 具体的には、熊本県ＩｏＴ推進ラボの立ち

上げに係る調査事業等に要する経費でござい

ます。国の地方創生関係の交付金を活用して

実施するものでございます。 

 続きまして、産業技術センター費でござい

ますが、新規事業の産業基盤技術高度化事業

として４億2,572万円余をお願いしておりま

す。 

 本事業は、国の地方創生拠点整備交付金に

よる２分の１補助を活用し、被災した産業技

術センターの技術拠点としての機能回復及び

ニッチトップ創出支援事業の取り組み強化を

行うためのハード整備に要する経費でござい

ます。 

 資料の27ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 ただいま御説明いたしました26ページの産

業基盤技術高度化事業は、国の交付金を利用

して実施するものでございますが、交付金の

交付決定は年明けとなる予定でございます。

このため、年度内の事業完了は困難と判断い

たしまして、繰越明許費の設定をお願いする

ものでございます。 

 産業支援課は以上でございます。 

 

○前野エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 資料の28ページをお願いします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 阿蘇採石場防災対策事業につきましては、

本年12月末の終掘に向けて、防災上の観点か

ら排水路工事を実施するものでございます。 

 地震により地盤が動き、測量と図面の修正

等が必要になり、年度内の事業完了が困難な

状況となっております。工事費の繰越明許費
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の設定をお願いするものでございます。 

 なお、阿蘇採石場の終掘に向けた取り組み

につきましては、後ほど報告の中で説明させ

ていただきます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

○岡村企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 説明資料の29ページをお願いします。 

 熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特

別会計です。 

 説明欄の城南工業団地災害復旧費3,080万

円余は、６月の豪雨においてのり面崩落の被

害の出た城南工業団地の復旧及び災害対策工

事に要する経費でございます。企業立地課と

しましては、高度基盤整備特別会計で総額

3,080万円余を計上しております。 

 次に、資料の30ページをお願いします。 

 繰越明許費でございます。 

 熊本県臨海工業用地造成事業特別会計にお

いて、熊本港臨海用地災害復旧事業１億

5,000万円の繰り越し設定をお願いしており

ます。 

 これは、９月補正で計上をお願いした熊本

地震で被害の出た熊本港臨海用地の復旧工事

について、隣接する道路の復旧の後に復旧さ

せる必要があること、建物敷地部分の調査や

工法検討に時間を要することなどにより、年

度内に完了できない見込みであることから、

繰り越しの設定をお願いするものです。 

 次に、資料の31ページをお願いします。 

 熊本県高度技術研究開発基盤整備事業等特

別会計において、城南工業団地災害復旧事業

3,000万円の繰越設定をお願いしておりま

す。 

 これは、今回の補正で計上しております城

南工業団地の復旧及び災害対策工事につい

て、契約工事期間に約５カ月を要し、年度内

に完了できない見込みがあることから、繰り

越しの設定をお願いするものです。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 

○永友観光課長 観光課でございます。 

 説明資料の32ページをお願いいたします。 

 観光施設単県災害復旧費におきまして、

2,691万円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 これは熊本地震で被災しました野外コンサ

ート施設アスペクタの来客用トイレの復旧に

要する経費でございます。 

 次に、資料の33ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費でございますが、ただいま御説

明しました野外コンサート施設災害復旧事業

につきまして、設計及び工事に日数を要し、

年度内の事業完了が困難であることから、繰

越明許費の設定をお願いするものでございま

す。 

 次に、資料34ページをお願いいたします。 

 観光統計パラメータ調査事業に係る債務負

担行為の設定でございます。 

 これは、全国統一の共通基準に基づきます

観光入り込み客統計に必要な基礎データの収

集及び調査に係る平成29年度の業務委託を年

度当初から実施するために、今年度内に契約

事務を行う必要があることから、債務負担行

為の設定をお願いするものでございます。 

 観光課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○水谷国際スポーツ大会推進課長 国際スポ

ーツ大会推進課でございます。 

 資料の35ページをお願いいたします。 

 観光費として５億2,579万円余の増額補正

をお願いしております。 

 これは、2019年のラグビーワールドカップ

開催に向け、開催基準を満たす施設となるよ

う、会場となる熊本県民総合運動公園陸上競

技場等の整備に要する経費でございます。 
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 今回は、国の社会資本整備総合交付金を活

用した照明の高照度化や競技ピッチ周りの人

工芝及びゴールポストの整備を行うものでご

ざいます。 

 次に、36ページをお願いします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 ラグビーワールドカップ推進事業におい

て、大会スタジアムの整備として、今回の照

明の高照度化、人工芝、ゴールポストの整

備、また、９月補正でお願いした更衣室、ド

ーピングコントロール室の改修等について、

年度末までの完了が見込めないため、繰越明

許費の設定をお願いするものでございます。 

 次に、37ページをお願いします。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 ラグビーワールドカップのスタジアム改修

事業について、平成29年度まで工事がまたが

る更衣室、ドーピングコントロール室の改修

工事に債務負担行為を設定しておりました

が、今回、これに照明改修工事分を追加する

ため、債務負担行為の変更をお願いするもの

でございます。 

 国際スポーツ大会推進課は以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○内野幸喜委員長 次に、企業局長から総括

説明を行い、続いて次長から説明をお願いい

たします。 

 

○五嶋企業局長 企業局でございます。 

 今回御提案申し上げております議案は、予

算関係２議案でございます。 

 初めに、平成28年度熊本県電気事業会計補

正予算(第１号)としまして、早期着手が必要

な工事や年間委託契約等に係る債務負担行為

の設定をお願いしております。 

 次に、平成28年度熊本県工業用水道事業会

計補正予算(第３号)といたしまして、国の経

済対策を活用して有明工業用水及び八代工業

用水の老朽化設備の更新を図るため、資本的

収支の収入及び支出につきまして、増額補正

をお願いしております。 

 詳細につきましては次長から説明いたしま

すので、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○福島企業局次長 企業局でございます。  

 説明資料の38ページをお願いいたします。 

 平成28年度12月補正予算総括表でございま

す。 

 工業用水道事業会計の資本的収支の収入及

び支出につきまして増額をしております。 

 次に、説明資料の39ページをお願いいたし

ます。 

 電気事業会計に係ります債務負担行為の設

定でございます。 

 荒瀬ダム管理所や藤本発電所等の建屋の撤

去につきまして、平成29年度に限度額9,972

万円、並びに公用車のリースにつきまして、

平成29年度から31年度の３カ年分に限度額87

万円、同じく、発電総合管理所の建物清掃業

務委託等、３カ年分に限度額506万円の債務

負担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 続きまして、40ページをお願いいたしま

す。 

 工業用水道事業会計の資本的収支におい

て、資本的収入１億900万円余の増額、資本

的支出１億3,500万円余の増額をお願いする

ものでございます。 

 資本的支出の欄をごらんいただきたいと思

います。 

 機器の老朽化によりますトラブル等が懸念

されますことから、有明工業用水の主要設備

であります予備発電機設備の取りかえに係る

詳細設計や水処理、汚泥処理装置の更新工

事、さらに、八代工業用水の主要設備全体に

係ります基本設計や受変電設備及び予備発電

機設備取りかえに係ります詳細設計につい
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て、国の経済対策補正予算におきます工業用

水道事業費補助金を活用いたしまして、前倒

しして実施するものでございます。 

 資本的収入の欄は、この財源内訳でござい

ます。 

 一般会計からの長期借り入れが2,000万円

余、共同管理者からの工事受託金が7,900万

円余、補助金が900万円余の増額をお願いす

るものでございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足

します2,600万円余につきましては、工業用

水道事業会計の損益勘定留保資金で補塡する

ことになります。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○内野幸喜委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、質疑を受けたいと思い

ます。質疑を受けた課は、課名を言って、座

ったまま説明をお願いいたします。 

 まず、環境生活部関連の質疑に入りたいと

思います。 

 質疑ありませんか。――ありませんか。 

 

○西岡勝成委員 循環社会推進課長、お尋ね

したいんですけれども、この海岸の漂着ご

み、発砲スチロール等々は、特に小さくなっ

ていけばいくほど生態系に大きな影響が出て

くると心配をされております。特に、天草で

は、魚類養殖を初めいろんな養殖業があっ

て、発砲スチロールの浮きを使った仕事が結

構あります。そうすると、台風あたりでそれ

が離れて海岸に打ち寄せる。打ち寄せると、

今度は消波ブロックがずっと海岸線にはあっ

て、それで打ち上げられて、波で洗われてだ

んだんだんだん小さくなっていく。そうする

と、回収も非常に難しいんですけれども、

昔、発砲スチロールをリモネンという何かミ

カンの成分に含まれているようなもので溶か

して回収するというようなことも聞いたこと

がありますが、この漂着ごみの特に発砲スチ

ロール、化学製品ですね、これはもう生態系

に物すごく――見える部分もありますし、海

底に沈むと、なおさらいろいろな影響が出て

くるんですけれども、もうちょっと、何とい

いますかね、国のほうもいろいろこうやって

予算をつけておりますけれども、人海作戦で

もしながら一斉にやるとか何かしないと、特

に消波ブロックの中に入り込んだごみはなか

なか出てきません。人が入れない。だから、

何か吸引するような、バキュームカーみたい

なやつで回収をしないと。幸い軽いから潮が

満ちているときは浮いている部分もあります

ので、その辺も考慮して、何か戦略的に発砲

スチロールを含め化学製品の回収はやってい

かないと、海の生態系に非常に影響が大きい

と思うんですけれども、この辺は、まあ予算

は4,000万ほどついておりますけれども、ど

ういう形でやって――漁協あたりに委託され

ている部分もあるとは聞いているんですけれ

ども、その辺はどういう形でやっていかれる

んですか。 

 

○久保循環社会推進課長 西岡委員おっしゃ

る、発砲スチロールがマイクロ化して、洗わ

れて、それが消波ブロックに詰まるという問

題は十分認識しております。 

 環境省のほうでも、また海岸線が長い各県

においても、その処理の仕方について非常に

研究を進めているということは聞いておりま

すが、決定的な処理の仕方というんですか、

そこについては、まだまだ今後の検討を要す

るような状況だというふうに聞いておりま

す。 

 ことしの場合は、災害による流木の処理の

ほうが結構やっぱり大きかったものですか

ら、漁業者の方とか海岸管理者のほうから発

砲スチロールに関する問題というものの提起

はちょっとまだ聞いておりませんけれども、

今後、そういった面につきましても、各県、
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国のほうとも連携しながら、処理の方法につ

いて研究を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 

○西岡勝成委員 ぜひ、これはいろいろなや

っぱり研究をしていかないと、回収というの

は非常に難しいと思いますので、ぜひお願い

いたしたいと思います。 

 もう１つ、流木が海に入ってきますよね。

河川を通じて入ってくる。ダムがあるところ

は、よっぽどダムでとまりますので、例えば

球磨川あたりはとまるところがある。白川は

それがないので、そのまま阿蘇方面からの流

木が流れ込んでくる。 

 ああいう河口口に、例えば大きなものだけ

でもカットするような、穴あきというか、ロ

ープで、ワイヤで邪魔にならないような範囲

でくいを打ってロープを張るというようなこ

とは考えられるのか、広い海の中に出ていっ

たら、それはもう回収も何も大変なんです。

そして、重いと生木は沈みますね、海底に。

だから、あの河口の邪魔にならないところに

ワイヤをずっと張っておけば、そんなに――

白川あたりは、外に出る前にそういう大きな

材木とか漂流物をカットできる。そしてま

た、回収するときも、非常に海域がかからぬ

のでやりやすいような感じもするんですけれ

ども、そのような例は全国にないんですか

ね。 

 

○久保循環社会推進課長 全国的な事例とい

うのでは、私も申し上げられません、承知し

ておりませんけれども。今年度は、環境省の

この海岸漂着物の補助を活用いたしまして、

水産振興課のほうで、白川河口口に大規模な

フェンスを設置するという作業を今進めてお

ります。約４カ所に800メートルのフェンス

を一応設置して、実証実験的な形になります

けれども、河川から流れ出てくる大量の流木

を、事前に、海に出る前に回収するという取

り組みを進めておるところでございます。 

 

○西岡勝成委員 ワイヤあたりでやると効果

があると思うんですけれどもね。海の環境に

も影響する。ぜひ、その辺は研究を進めなが

らやってください。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 

○溝口幸治委員 済みません、自然保護課に

ちょっとお尋ねしますが、観光施設整備事業

費、国立公園満喫プロジェクト推進事業、そ

れから自然公園の施設等災害復旧ということ

で、まあ繰り越しもあるわけですけれども。

済みません、私もちょっと場所がよくわから

ないのでわからないんですが、今阿蘇に登り

たいという人もいるし、観光関係の人たち

は、早く阿蘇を観光資源として生かしたい、

登ってもらいたいという人たちがいらっしゃ

います。 

 自然保護課のここに書いてある事業が進ん

でいくと、その問題が解決するのか、いつご

ろ阿蘇が観光資源として活用できるのか、山

に登ってもらえるようになるかという、その

関係がちょっとわからないので、自然保護課

のほうでわかれば教えていただきたいと思い

ますが、何か後ほど報告のところでもありま

すよね。こういうのも含めて何か、どういう

段階で阿蘇が復活をしていくのかというの

が、ちょっとイメージがつかめればと思いま

す。 

 

○中尾自然保護課長 この施設そのものにつ

きましては、うちのほうで整備を進めてまい

りますけれども、インフラ、道の問題等もご

ざいますので、それにつきましては、総合的

に復旧・復興プランの中で提議して、スケジ

ュール等も絡めて多分していくということに

なろうかと思います。 

 特に、今回被災しました阿蘇山上の施設、
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特に、給排水施設につきましては、29年度内

に竣工するということを一つの目標にして取

り組んでいくという状況でございます。 

 

○溝口幸治委員 ということは、この自然保

護課に上がっているところは、いわゆる駐車

場とか何かの施設があるところで、それを整

備していくと。そこまでのアクセスとかそう

いったものは、今復旧・復興プランとおっし

ゃったので、農林か何かの予算か何かで整備

をしていくということで理解していいんです

か。 

 

○中尾自然保護課長 この観光施設につきま

しては、今委員おっしゃったように、当課が

進めてまいりますけれども、道につきまして

は、土木サイドであったり、国であったりと

いうところで、今進めているという状況でご

ざいます。 

 

○溝口幸治委員 その施設を整備するとき

も、ある程度道がしっかり直らないとそこま

で行けないでしょうし、その施設が壊れた状

態で、例えば山に登ってくださいと開放して

も、なかなか満足は得られないし、逆に不満

だったり、批判だったりが出るんでしょうけ

れども、そのあたりトータルの、何というか

な、コーディネートというか、農林と皆さん

方のところ――やっていくのはどこですか。 

要は、阿蘇山が観光資源としても使える、

昔のようにいろいろな方々に登っていただく

というような状況になる、そのロードマップ

というか、工程というか、そういうのを。 

 

○成富環境局長 復旧・復興プランの中にも

阿蘇の復興のことは載っています。阿蘇の観

光資源がありますので、全庁的に復興してい

く形で今進めています。土木は土木でアクセ

ス道路の問題、国道57号の問題があります。

今ミルクロードなんかでは通れますので、全

然来れないわけではないものですから、環境

生活部では、阿蘇の山上もミルクロード等を

使って来れますので、その辺はきちんと整備

していくということで、大々的な主要幹線道

路につきましては、まだ国のほうで直轄でい

ろいろやっていただいていますので、そこは

まだ先が見えないところもありますけれど

も、全然道がないわけではないので、その辺

は全体的に国と県と、まあ県庁全体で復旧・

復興プランの中で全体コーディネートをしな

がら進めるという状況でございます。 

 

○田代環境生活部長 具体的に補足します

と、国道57号が通れませんけれども、細々

と、北のほうからはミルクロード、南のほう

からはグリーンロードで入るんですけれど

も、特に阿蘇山上に至る登山道が、北からと

か南からとか東からとかあったんですけれど

も、今通れるのは北側の阿蘇市のほうから登

ってくる道だけだったんですね。それが、実

はそれも途絶しておりまして、例えばですけ

れども、阿蘇山上の観光で事業をされていた

方が一日も早く観光客を山上までと、北のほ

うからの道を早くということでしたので、９

月16日に１車線で開通をしたという、そうい

う地元からの要望を聞いて、阿蘇地域振興局

土木部のほうでその道路を開設しようという

ことです。 

 それにあわせて、うちのほうも、そういう

情報が当然来ておりますので、じゃあ通った

ときに上のほうの水は大丈夫かと、じゃあ仮

で給水車で――阿蘇市が事業主体になられま

すけれども、給水車で、何というかピストン

輸送して、そして給水をしようという、そし

て、じゃあ来られた方に対して、駐車場はど

うかとか、あるいは施設が壊れているけれど

も、展望所はどうかということで、今回もこ

ういう補正予算をお願いしている。 

 そして、将来的にたくさんの方が登ってこ

られたときに、水道施設が完全に壊れていま
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すので、じゃあそれはもう１年後までにやろ

うじゃないかという、平成29年度中に給水施

設をやろうということで、先般、補正予算等

でお願いをして、今それに取りかかっている

というようなことでございます。急にお客さ

んたちが来られても、そのときに待ち構えて

おかないといけませんので、それを見越しな

がら、道路の復旧状況などの情報をいただき

ながら、地元の御意見をいただきながら、準

備をやれるところをやると。 

 環境生活部のほうは、公園施設の部分には

なりますけれども、そういう道路情報とかい

った情報を逐次いただきながら、それに合わ

せながらやっていくという状況でございま

す。 

 

○奥薗商工観光労働部長 やはりつかさつか

さでやっているので、おっしゃるように、い

わゆるコーディネートをするところがあれば

いいじゃないかというような思いもございま

す。ただ、今のところ、正直言うとございま

せん。お互いの機関が、それぞれに情報を出

し合って、連携しながら進めているという状

況でございます。 

 観光面でも、やはり正確な情報をどうお伝

えするかというのが大事になりますので、い

つの時期にこのインフラが完成するのかと、

関心事ではございますけれども、そういった

ものを逐次入れながら、連携をとりながらや

らせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

○溝口幸治委員 自然保護課のところから入

っていったんですけれども、まあここはここ

で施設をちゃんと早急にやっていただきたい

と思いますけれども、やっぱり、まあホーム

ページなのか何なのかはよく検討してほしい

と思いますけれども、今こういう状況で、こ

れから先こういうふうに進んでいくみたいな

情報がきちっと出ていくというか、観光客の

方あるいは登山愛好家の方とかにですね、そ

ういうのが大事だなと思います。 

 まあ、あれだけの被害があっていますか

ら、もちろん安全第一なので、いきなりむや

みやたらにとにかくオープンというわけには

いかないでしょうけれども、ちゃんとその情

報を出していく工夫をぜひ、今コーディネー

トするところは決まってないとおっしゃいま

したけれども、今の段階では、それぞれが持

ち場持ち場で一生懸命やることが大事だと思

いますけれども、ある一定のところになる

と、きちっとやっぱりどこかが一元管理をし

て情報を出していくということが必要だと思

いますので、そのことをまた環境生活部でも

検討をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。

――なければ、環境生活部についての質疑は

これで終わらせていただきたいと思います。 

 次に、商工観光労働部関連の質疑に入りた

いと思います。 

 

○髙島和男委員 グループ補助金に関してお

尋ねをしたいと思います。 

 先ほど課長から、報告書もいただいており

ますけれども、認定グループ数ということで

417という数字をおっしゃったわけでござい

ますけれども、その後、要はグループで認定

された後、個別の交付の申請、そしてまた決

定ということになっていくかと思うんですけ

れども、その現状というのはいかがでしょう

か。数字をちょっと教えていただきたいと思

います。 

 

○原山商工振興金融課長 直近の締め切りが

12月２日でございましたけれども、それまで

に約2,000者からの申請があってございま

す。このうち、前半分の10月20日締めが大体

1,000者近くだったのですが、それにつきま
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して、246者を交付決定済みで、近々、500者

程度をまた交付決定する予定です。12月２日

締めについても、約1,000者来ていますの

で、これについては、集中的に今審査を進め

ているというような状況でございます。 

 

○髙島和男委員 実は、交付申請をされてい

る事業者さんから、若干厳しい声といいます

か、聞く機会が何社かございました。それ

で、交付申請をして決定に至るまでの期間で

すね。受付センターのビルの７階で、４つの

分野に分かれて職員の皆さん方がチェックを

されていると思うんですけれども、その体制

ですね。段階というか、どういうふうな手順

というか、なっているんでしょうか。そこを

教えていただきたいと思います。 

 

○原山商工振興金融課長 まず、申請書を受

付センターのほうにお出しをいただきまし

て、その後、まず形式的な検算をやります。

その上で、次の、書類等整っているかも含め

た１次チェックをやります。その上で、次、

２次チェックをやります。この２次チェック

を２回やりますので、チェックとしては３段

階になります。その後、補正が必要な書類が

ほとんどという状況が実はございまして、書

類が足らないですとか、計算が間違っている

とかいうのが結構ございますので、それの補

正のお願いをその後で電話をいたしまして、

書類の差しかえ等をいただいて決定の手続に

入っていくというような状況でございます。 

 

○髙島和男委員 今の説明でいくと、非常に

流れがよく聞こえるんですけれども、その申

請をされた側からすると、そのたびごとでし

ょうかね、職員の方々から、たんびごとに書

類が足らないであったり、差しかえてくれと

かということで、何度も受付センターに行か

なくちゃならぬというような話をやっぱり２

社ほど聞いたんですね。これは何とか一遍で

――今の説明でいって、最終的にこういうの

が足りない、だから来てくださいよというこ

とであれば私どもも理解できるんですが、そ

のチェックごとになのかわかりませんけれど

も、非常に回数が多いそうです。そこいらは

いかがなんでしょうね。 

 

○原山商工振興金融課長 確かにおっしゃる

ように、最初は段階ごとにお願いしていたと

いうことがあります。ですので、何回も御足

労かけることがあったというのは確かだと思

います。 

 それで、その反省を踏まえまして、やはり

事柄まで含めて、２次チェックまで終わった

段階でまとめてしようという状況に今改善を

やっているところでございますので、確かに

最初のほうに申請いただいた方は、何回かち

ょっと御迷惑かけたかもしれませんけれど

も、今はなるべく少なく済むように改善を進

めているところではございます。 

 

○髙島和男委員 当初は、10日締め切りで、

月末には決定をというようなお話だったと思

うんですね。大体20日ぐらいでということだ

ったと思います。そういうことで、やっぱり

書類の不備というのはもういたし方――それ

はもう絶対いけないことでありますので、ぜ

ひこれはもう少しやっぱりスムーズな流れが

できるような体制をとっていただきたいと思

います。 

 引き続き、いいでしょうか。 

 

○内野幸喜委員長 どうぞ、髙島委員。 

 

○髙島和男委員 ２点目は、見積書ですね。

これは、現在は特別な、特殊な事情を除いて

は、２者の見積書を用意するようにというこ

とになっていると思うんですけれども、御案

内のように、依頼を受けた、例えば見積書を

つくってくださいよと依頼をした業者が、な
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かなか時間がないと、見積書を作成する時間

がないということで断られたり、仮に見積書

を作成したとしても、仕事が来るか来ぬかわ

からぬと、そのためだけに時間は使えない

と、じゃあ負担をするお金をくださいと言わ

れることもあるそうです。そういうことじゃ

非常に、やっぱり申請する側もそこでとまっ

ているみたいなんですね。 

 グループの認定を受けて見積書をつくって

もらった業者が、実際に今度は交付の申請を

したときには、決定を受ける間にその業者が

ちょっと受けられないと、見積書が書けない

と、見積書を、何というんですかね、変更し

なくちゃいけないというケースもあるような

んです。ちょっと今説明がわかりにくかった

ですかね。グループ認定を受けたときの業者

が、交付の申請を受けたときに、その業者さ

んが見積書を出せないと、変えてくれと、う

ちはちょっとできないからということで、じ

ゃあこっちの申請する側は新たに業者を探そ

うとするんですけれども、その見積書を書い

てくれる業者が見つからないと。理解してい

ただけましたか。 

 そういうことで、期間が、時間がかかって

いるというようなケースもあるんですが、見

積書に関して、どういうふうな御認識を持っ

ていらっしゃいますか。やっぱり現状でいか

なくちゃいけないと思っていらっしゃるの

か。 

 

○原山商工振興金融課長 商工金融課でござ

います。 

 グループ認定のときの見積業者と申請のと

きの見積業者が違う分は構わないと思うんで

すよね。 

 

○髙島和男委員 構わない。 

 

○原山商工振興金融課長 はい。ただ、今２

者お願いしているのは確かでございまして、

今おっしゃるように、なかなかもう１者がと

れないという話は時々お伺いしますので、そ

れをちょっとどうにかできないかというの

は、まさに今検討をやっているところでござ

いまして、まあどうしてもあと１者とれない

んだという理由を何らかの形でいただいて

――１者でできないかというのは、今ちょっ

と検討を進めているところでございます。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員 理由書を書きなさいよとい

うこともおっしゃっているのも耳にしており

ます。ただ、これがやっぱり担当者によって

違うそうなんですね。いや、やっぱりどうし

ても必要なんですという方もいらっしゃれ

ば、そういう理由書があればいいですよとい

う方もいらっしゃる。そこいらはやっぱり意

思の統一も必要だと思うんですけれども、そ

してまた検討をということであるならば、ぜ

ひやっぱりスピード感をということで、先ほ

ど部長もおっしゃったように、ぜひ早目にと

思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○原山商工振興金融課長 今御指摘いただき

ましたことを踏まえまして、私どもも、ちょ

っとしっかりスピーディーに対応できるよう

に、また対応してまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員 最後、３点目でございます

けれども、グループ補助金の相談窓口です

ね。これは、現在はファクスと電子メールと

いうことでなっておりますけれども、これは

今もそうで間違いないでしょうか。 

 

○原山商工振興金融課長 基本的にはそうで

ございますし、そうはいっても、やはり電話

がたくさんかかってまいりますので、電話で

は対応させていただいているという状況でご

ざいます。 
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○髙島和男委員 回答は、確かに電話でかか

った分にはそうでしょうけれども、ファクス

とか電子メールで来たときに、回答は、今フ

ァクスではなくて電話のみということを聞い

ておりますけれども、これは間違いないです

か。 

 

○原山商工振興金融課長 おっしゃるよう

に、基本的には、ファクスでいただいたもの

を、回答を固めて、それで電話で直接回答さ

せていただくという形でやらせていただいて

おります。 

 

○髙島和男委員 その回答なんですけれど

も、なかなか県の職員の段階で回答できない

事案がやっぱりあるということでは、中身次

第では、国にお伺いを立てて、その判断を待

った上で回答をしていると、その期間が実に

やっぱり１週間、２週間、中身によっては結

構な期間かかっているそうなんですね。 

 それを、時々、じゃあいつごろわかるんで

すかということを問い合わせると、いや、そ

れはわからないんですと、時々電話してみて

くださいというような対応なんだそうです

ね。これは、もう本当に申請する側からすれ

ば、その期間、全く仕事が進まない、停滞し

たまんまなんですね。へたをすると、結局、

期限に間に合わずに、次の申請にかかってく

るということなんですよ。そこいらはいかが

ですか。もう少しどうにか、期間を短くとい

うか、できないものですかね。 

 

○原山商工振興金融課長 確かに、国へ判断

を求めることは結構ございますので、大体は

やはりペーパーでちょっと整理して、ペーパ

ーというか、電子メールですけれども、返し

てもらうというようなことになっていますの

で、おっしゃるように時間がかかるケースが

あろうかと思います。 

 その辺につきましては、時間がかかってい

ますということであれば、ちょっと国とも協

議をしまして、もっと迅速に対応できるよう

にやってまいりたいと思います。 

 

○髙島和男委員 ぜひ、それはもうお願いし

たいと思います。 

 そして、私は、この件で相談に関して申し

上げますと、電子メールであったりとか、ま

あファクスは別かもしれませんけれども、ネ

ットあたりにたけている人ならばそれも結構

なんですけれども、やっぱり私は、相談とい

うのは、おくればせではあるかもしれません

けれども、面と向かってというか、顔と顔が

見える形で、もう本当に初期の段階で困って

いらっしゃるという事業者さんもいらっしゃ

るようで、特に高齢者の方がそのようです。 

 実際、やっぱり高齢者の皆さん方が、何度

も足を運んで、もうあと何回来るとよかっだ

ろうかと、いや、そがん言わんでくださいと

言われている方もいらっしゃいます。そうい

った方でいくと、そういう話を聞けば聞くほ

ど、やっぱり一番初期の段階で、相談窓口と

いうコーナーというか、そういうものを設け

たほうが、後々の受け付け申請あたりもより

スムーズにいくと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

 

○原山商工振興金融課長 今申請の段階に移

っていますけれども、最初、復興事業計画の

認定の段階では、いろいろ相談会もさせてい

ただいておりまして、そのときもたくさんの

方にお見えいただきましたけれども、なかな

か、先ほどの話じゃありませんけれども、回

答がちょっとぶれてしまうというリスクも逆

に――人によってですね、そういうこともあ

りましたので、先ほど申し上げましたよう

な、ファクスで一元的にいただいて、みんな

で確認してから返したほうがいいんじゃない

かということでやらせてもらっていたんです
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けれども、今のようなお話もありますので、

どういったことができるか、ちょっと検討さ

せていただきたいと思います。 

 

○髙島和男委員 ぜひ御検討を、まあ検討と

いう言葉ばっかりですけれども、実施してい

ただきたいなと思います。 

 本当に初めての制度ということで、やっぱ

り皆さん手探りで進めていらっしゃると思う

んですけれども、やっぱり知事が、復旧、復

興の３原則の中で一番最初にいつもおっしゃ

るのは、被災者の痛みに寄り添うんだという

ことをおっしゃいます。私は、あんまり制度

をしっかり進めよう進めようとする余りに、

被災者のほうを向いておらぬのであれば、こ

れは本末転倒になると思うんですね。 

 ぜひ、やっぱり先ほど冒頭から申し上げた

ように、スピード感を持ってということをぜ

ひお忘れなく、そしてまた危機感を持って、

先ほど部長もおっしゃいましたけれども、や

っていただきたいと思うんですけれども、最

後、部長、一言お願いしたいと思うんです

が。 

 

○奥薗商工観光労働部長 グループ補助金、

最初に冒頭で景況感のお話もさせていただき

ました。一番ここらは効いたと思っていま

す。肝の政策だと思っておりますし、それは

全庁的にそういう評価をいただいている。さ

らに言いますと、国のほうにも、中小企業庁

にも何回か参りましたけれども、やはりそこ

は認識をしていただいています。さまざまな

今見積もりのお話とかそういったところも、

私、直接その中小企業庁のほうに出向いて、

そこを議題としております。一応、今詰めて

いますけれども、そういう御認識を国のほう

も持っております。 

 それから、相談につきましても、まだ正確

には御返事をいただいていないけれども、ひ

とつ国のほうからも来ていただけないかと。

問題は、先ほど、チェックをして１次、２次

と行きますけれども、簡単にこれは人が増殖

できないんですね。普通のことであれば、誰

か人を持ってくればいいんですけれども、わ

かった人間が来ないと意味がないんです。 

 そういう意味では、今まで作業をしなが

ら、商工観光労働部、総力を挙げて、ある意

味引っこ抜いてやらせています。その中で育

ってきた人間がいます。そういった者を、総

力を挙げて、今そういう２次とかかなめのと

ころに配置をして、そこをフル回転しながら

回すというところに今差しかかったところで

ございます。 

 今までの、髙島委員おっしゃったように、

御迷惑かけている部分が多々あるというふう

に、担当課長も申しましたように、あると思

っています。これをいかに改善して、実際に

今来ているものを、実際の実体経済のほうに

移していくかというのが肝だと思っておりま

すので、重ねてスピード感、危機感を持って

やらせていただきますので、よろしくお願い

します。 

 

○髙島和男委員 ぜひ、おっしゃったよう

に、第３次の公募からは、おお、変わった

な、よくなったよねと言われるようなお話を

私どもも聞きたいので、ぜひ頑張っていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 400を超えるグループ数

で、事業者数が6,000を超えると。非常にた

くさんの方がこれは申請しているわけです

ね。だから、やっぱりそういう声というの

は、我々にどうしても入ってくるんです。県

の職員の方々、少ない人数の中で頑張ってい

らっしゃるというのはもう十分わかります。

ただ、そういう声があるというのも事実なの

で、そこは受けとめていただきたいというよ

うに思います。 
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 ほか質疑ありませんか。 

 

○岩中伸司委員 これは労働雇用創生課か

な。 

 非常に今雇用情勢はすごくよくなったと、

1.46ということで、これまでの最高だという

ことなんですけれども、これはやっぱり、先

ほど説明でありましたけれども、震災の復

旧、復興関係の部分で高くなったということ

でしょうかね。 

 

○石元労働雇用創生課長 部長のほうの総括

説明でもありましたが、10月末の有効求人倍

率は1.46と過去最高になっておりまして、全

国平均を上回るというのも初めてのような状

況でございます。 

 実際には、これまでも人手不足というもの

は、まあ地方創生のときからも言われており

ますけれども、だんだんだんだん顕在化して

おりまして、それが本県においては、地震か

らの復興需要が相まってまた高くなっている

のではないかというふうに考えているところ

でございます。 

 

○岩中伸司委員 ちなみに、この1.46という

のは、数でいけば、求人がどれくらいで、そ

この窓口に来るのが――ここでわかります

か、求職者。 

 

○石元労働雇用創生課長 有効求人数とか有

効求職者数という形で、新たに生じた方と引

き続き生じている方を合わせた形で有効とい

う形で表現しますけれども、有効求人数が３

万9,964名、有効求職者が２万7,410名という

形でございます。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、やっぱり結構

求職者というか、職を選べるような状況にあ

るぐらい1.46というのは、そういう数字のよ

うですけれども、ずっとこの間、全国的にも

そうですが、有効求人倍率というのはずっと

上がってきていると。１を超えたのはかなり

早かったんじゃないかと思うんですけれど

も、そういう状況の中で、私の周りを見れ

ば、余りにも本当に豊かな暮らしができる働

く人というのが少ないような感じがするんで

すが、これは全て、今一般的に言われる非正

規も臨時も含めて、全て含んだ数が今の統計

1.46という理解でいいですか。 

 

○石元労働雇用創生課長 そうでございま

す。 

 

○岩中伸司委員 だとすれば、正規の、本当

の雇用というか、その人が生涯働けるような

雇用というのは、この中の分析でいけば何％

ぐらいになりますかね。そこはちょっとわか

らないでしょう、とってつけたような……。 

 

○石元労働雇用創生課長 正規社員の有効求

人数は１万6,000人でございます。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、半分ぐらいが

正規の雇用者ということの理解でいいですか

ね。 

 

○石元労働雇用創生課長 はい、そのような

ものでございます。 

 

○岩中伸司委員 この非正規の中にも、今、

特に派遣労働という形も複雑になってきてい

て、これは1985年ぐらいに入ったんですが。

最初は限定された職種だけだったのが、もう

2004年ぐらいには、製造業を含めて全てにそ

ういう派遣もいいようになってきた以降、何

かこの統計が、非常にすばらしい、１を超え

て求人雇用の状況がよくなったというような

印象ばっかりあるんですけれども。実態はや

っぱりそうじゃないんで、そこら辺について

も――私が心配するのは、今度は、復旧、復
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興の関係でかなり人手不足を聞いています。

これがずっと進んでいった後は、本当にやっ

ぱりまともに働き続けられる状況になってい

くのかというのが非常に心配をするところで

す。 

 ぜひ、ここは県でどうこうできる問題では

ないかもしれませんけれども、この有効求人

倍率が高いということだけでなくて、やっぱ

りその質をどう高めていくのかということ

も、ぜひ考えていただきたいなということを

要望しておきます。 

 

○西岡勝成委員 先ほど部長から求人倍率の

話が出まして、ある意味いい傾向だと思いま

すが、中小企業からすると、非常に人手不

足、倒産まで陥りかねないような状況にあり

ます。 

 特に、私の地元の牛深というところは、も

ともと生産力の高いところで、天草の中でも

唯一域外収支が黒字じゃないかと言われてい

るような外貨を稼ぐところなんですけれど

も。加工業にしても、魚類養殖業にしても、

人を使う巻き網船とか棒受け網漁業にいたし

ましても、会うたびに、西岡さん、人がおら

ぬというような状況がありまして、何とかこ

れを克服しないと、地域の生産力そのものが

落ちてしまうと。もう子供はいない、過疎化

は進む、高齢化は進む、人がいない、生産を

する人がいなくなってきています。 

 隣県の鹿児島県では、水産加工業に、外国

の技術者、労働者を含めて、加工業だけで

500人ぐらいの雇用をしていると。そういう

ことを考えていかないと、地域そのものがも

う疲弊をしていくような状況にありまして、

私たちも、漁協や商工会議所、加工組合あた

りと会議を進めているんですけれども、１つ

の案として、商工会議所が窓口になって、中

心母体になって、例えば町中に旅館を廃業し

たところがある、そういうところに外国人を

ある程度管理、管理と言いますとおかしいん

ですけれども、いろいろなお世話をするよう

な場所をつくって雇用するような体制ができ

ないかとか、いろいろなことを今議論をして

いるんですが。県のほうでもうちょっとその

辺の指導といいますか、ぜひ――なかなか初

めてのことで、なれている枕崎あたりはどう

いう形でやっているのかわかりませんが、磯

田先生のところも、農協があれはやっている

んですかね。農協が、結構八代も外国人の雇

用をやっていますけれども、そういう形をと

らないと、本当に地域そのものがますます疲

弊していくような状況。 

 なかなか労働環境が、そんなに給料が高い

わけじゃないものですから、もちろん外国人

も日本人並みの給料を出さないとそれは雇用

できませんので、それは覚悟はしております

けれども、何とか生産を維持するためにも、

ぜひそういう相談を受け入れてくれるような

形をとってほしいと思いますし、もう一つ

は、やはり加工業あたりは機械化を進めない

と。生産性が非常に低い労働集約型の産業が

多いので、そこにもうちょっと近代的な、い

つも言うんですけれども、ノルウェーとかス

ウェーデンとか、あの辺人の少ないところは

物すごい、まあゾーリンゲンという機械産業

があるので、ヒラメの皮も一瞬にぱっとむけ

て３枚におろして出てくるような機械がある

んですね。そういうことを進めながらも、や

はり当面は雇用をしていかないと、何しろ人

がおりません。 

 熊本の場合、地震もありましたし、またオ

リンピックも近まれば、金も人もだんだんだ

んだん、おらぬところにかけて、また吸い取

られていくというような状況が続きますの

で、地域の創生という意味からも、ぜひその

辺はもう具体的に考えないと、宗教の問題も

ありますし、教育の問題もある、それは犯罪

の問題も治安の問題もある、いろいろあるけ

れども、このことをやっぱり克服していかな

いと、日本の国はもう成り立たなくなってき
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ているんじゃないかという感じもしますけれ

ども、その辺は局長どう思いますか。 

 

○奥薗商工観光労働部長 有効求人倍率は、

施策の目標ではないと思っています。いわゆ

る、そういう客観点な今の指標でございます

ね。一番下がったのが、10年前に寿屋とかニ

コニコ堂が倒産したとき、瞬間的に0.23まで

行きました。要するに、５人に１人しか職が

ないと。そのころに比べれば、随分と労働者

側にとっては有利な状況になってきたなと、

一つの目安でございます。 

 おっしゃるとおり、逆に言いますと、中小

企業の方々にとっては、人手が非常にとりづ

らいという状況の中で対策が必要だというの

は、もう本当にそのとおりだと思っておりま

すし、今後、やっぱり人口減少の中で、今ま

で地方創生ということでやっておりましたけ

れども、地震によってその状況がさらに加速

して、対策を打つ必要性があるというふうに

なってきたと思っております。 

 大体、今有効求人数が３万人ぐらいと言い

ましたけれども、職を求める人が３万人、そ

れから人を求める人が３万人と、大体拮抗し

て１だったんですね。それが、震災の状況で

復興需要が出てきまして、要するに人を求め

る人がぐっとふえて、今４万ぐらいいってい

る。３万が大体横並びだったんですけれど

も、ここに来てちょっと２万7,000とか8,000

とか、そのくらいに落ちてきます。いよいよ

やっぱり人が足りなくなってきたというのが

今の現状だというふうに思っております。 

 対策ですけれども、おっしゃったように、

やっぱりまずはそういう機械化で人をなるだ

けとらないような対策を、今どんどん出てき

ておりますので、そういうことをやるという

のと、やはり我々が思っておりますのは、ま

た新卒者が出ていきますから、これを何とか

食いとめたいというところですね。それか

ら、女性の雇用で申しますと、熊本はかなり

働きに出ていますけれども、まだ一部だと思

っておりますので、そういったところ。その

ためには、やはり雇う側も、労働条件をもう

ちょっと考えていただいて、緩和しながらや

っていただくとかいう話。 

 それから、やはり最終的には外国人です

ね。ここは、いわゆる国の制度の裏腹がござ

いまして、なかなか地域単独では難しいとこ

ろもございますけれども、現在、そういう外

国人の研修生制度を生かしながら、今農業サ

イドとかそういうのをされていますし、今特

区みたいなお話で、そこら辺をちょっと切り

かえようというような動きも出ております。

そういったものもちょっと検討しながら、そ

こら辺も目くばせをしてまいりたいと思って

おります。 

 いずれにしましても、今後、地震を乗り越

えていくためには、人をどう確保するかとい

いましょうか、労働力を確保するかというの

がまさにそこも肝であると思っておりますの

で、そこら辺については、誠心誠意対策をと

ってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○西岡勝成委員 牛深の話で申しわけないん

ですけれども、牛深は水産関係だけで120億

あるんですね、生産。その中でも、どんどん

どんどん人がいないと、だんだんそれが落ち

てくると、もうどうにもこうにも地域が疲弊

していかざるを得ない状況にありますので、

ぜひひとつ労働雇用創生課のほうでもいろい

ろな相談に乗っていただいて、まあ商工会議

所が窓口になるのか、漁協が窓口になるの

か、そういうことも含めて相談に乗っていた

だければありがたいなと思いますので、よろ

しく。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。――なければ、商工観光労働部に関する

質疑はこれで終わらせていただきます。 
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 次に、企業局関連で質疑はありますか。あ

りませんか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 なければ、これで付託議

案に対する質疑を終了いたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第３号、第６号から第８号ま

で、第18号、第25号について、一括して採決

をしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外６件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外６件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、継続審査となっております請願、請

第18号を議題とし、これについて審査を行い

ます。  

 それでは、請第18号について、執行部から

状況の説明をお願いします。 

 

○前野エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 お手元の請第18号説明資料をお願いいたし

ます。 

 この請願につきましては、採石法を所管す

るエネルギー政策課と廃棄物処理法を所管い

たします循環社会推進課にまたがっておりま

すが、私のほうで一括して説明させていただ

きます。 

 まず１、請願の内容でございますが、３点

ございました。当地域の採石場への指導状況

の検証、その結果を地域住民へ説明するこ

と、２番目に、しゅんせつ土砂や製鋼スラグ

使用の事業計画への県の考え方を地域住民へ

説明すること、採石場内及び周辺海域の水質

や製鋼スラグの成分調査等をまちづくり協議

会立ち会いで実施し、その結果をまちづくり

協議会へ示すこと、以上の３点でございまし

た。 

 次に、対応状況でございますが、(1)採石

場内及び周辺海域調査の環境影響に関する立

入調査の実施につきましては、８月から月１

回、計４回実施し、そのうち３回はまちづく

り協議会立ち会いで実施いたしました。４回

とも、調査結果は、環境基準に照らして問題

はございません。 

 (2)の地域住民への説明でございますが、

新聞等で報道されましたが、去る11月22日に

開催をしております。参加者が約350人でご

ざいました。 

 主な意見として、景観が損なわれるので採

石をやめてほしい、ベンチカット、緑化がな

されていないなど、県の指導監督のあり方に

不信感がある、製鋼スラグが触れた水で海の

環境に影響を及ぼすなどでございました。 

 また、(3)にあります、天草市からの要望

への対応でございますが、天草市は、10月

に、県の採石法運用に係る件につきまして、

要望の提出がございました。その内容は、今

回生じた事案に関連し、地域住民や景観への

配慮、安全対策の推進などでございます。 

 県では、天草市からの要望を重く受けとめ

て、全ての項目に対応していくことを回答し

ております。今後も、天草市の協力を得なが

ら、この事案に対応していきたいと考えてお

ります。 

 裏面をお願いします。 

 (4)その他でございますが、緑化推進の指

導といたしまして、今回の採石計画で、跡地

整備を指導してまいりたいと思っておりま

す。②の県の指導監督の強化でございます

が、今後、人員体制を整えることを進めてお

るところでございます。③緑化や環境保全等

を住民も事業監視できる協定締結を提案につ

きましては、県、市立ち会いの上、住民と事
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業者との協定締結を提案しているところでご

ざいますが、括弧内にありますとおり、なか

なか折り合いがついていない状況でございま

す。 

 次に、今後の対応でございますが、まち協

立ち会いでの調査を行い、結果や県の考え方

を住民説明会等で説明してきております。請

願の趣旨については、十分対応してきている

ものと考えております。 

 また、(2)にありますとおり、環境調査は

今後も継続し、結果を今までと同じように市

とまちづくり協議会へ提供してまいります。

また、まちづくり協議会に対しましては、環

境保全、緑化に関する採石事業者との協議の

場づくりへの協力を求めるなど、引き続き対

応を実施してまいります。なお、認可につき

ましては、状況を見ながら判断することとし

ております。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願いします。 

 

○内野幸喜委員長 それでは、ただいまの説

明に関して質疑はありませんか。 

 

○西岡勝成委員 県のほうでも、一生懸命、

何回となく説明会を開いて、地元へ行って対

応をしていただいておりますことには、本当

に敬意を表したいと思いますが、地元御所浦

地区の住民、この前から言っていますよう

に、住民の７～８割の方々が水俣病の影響を

受けておる地域であります。そういう過去の

経緯、今現在も続いておりますけれども、そ

ういう流れの中で、あの風光明媚なところに

何で採石場を、ある意味認可をし、そして規

則にのっとらない部分もある採石の仕方をや

らせ、そして、しゅんせつ土なり、鉄鋼スラ

グを持ち込まなくちゃいかぬのかと。これは

法律的には問題はないという執行部の説明は

わかるんですが、住民感情からすると、なか

なかそこが解けない。これは、もう何回やっ

ても多分解けない部分があると思うんです

ね。 

 だから、やっぱりこれは県政として、商工

も環境生活部も水産もやっぱり主になって、

ちゃんとした、まあ証明も、検査結果もちゃ

んと出ておりますけれども、そういうことも

含めて、将来のことも含めてやはり考えてい

かないと、御所浦住民のかつての悲願であっ

た架橋建設も、今のところ中止状況にある

し、自分たちだけがサイドに置かれて、こう

いう心配事だけ持ってこられているというや

っぱり空気があるんですね、住民の方々に。

この辺は大変な――私たちもよくわかります

し、その辺のこともひとつ考えながら、酌量

しながら、粘り強く天草市と連携をとってや

っていただきたいと思いますので。これはも

うお願いですけれども、よろしくお願いしま

す。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。――なければ、これで質疑を終了したい

と思います。 

 次に、採決に入ります。 

 請第18号については、いかがいたしましょ

うか。 

   (｢継続｣｢採択｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 それでは、今継続と採択

という意見がありましたので、まず継続につ

いてお諮りいたします。 

 請第18号を継続審査とすることに賛成の委

員の挙手を求めます。 

  (賛成者挙手) 

○内野幸喜委員長 挙手多数と認めます。よ

って、請第18号は継続審査とすることに決定

いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 
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  (｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 議事次第に記載のとおり、執行部から報告

の申し出が８件あっております。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、担当課長から資料に従い報告を

お願いいたします。 

 

○磯田政策審議監 それでは、私のほうか

ら、今議会に提案しております熊本復旧・復

興４カ年戦略の案について御報告させていた

だきます。 

 お手元、Ａ３のこのカラー版と冊子が置い

てあるかと思います。そちらのＡ３の紙をご

らんいただければと思います。 

 ４カ年戦略は、総務常任委員会での付託審

議となっておりますが、県政運営の基本方針

として県政全般に関する取り組みを記載して

おりますので、当委員会においても、その概

要を御説明させていただくものでございま

す。 

 それでは、Ａ３の資料をごらんください。 

 新たな４カ年戦略は、蒲島県政３期目の基

本方針として――右のちょっと上のほうに書

いてございます平成31年度までの期間で取り

組む施策等をまとめたものでございます。 

 被災者の生活再建と熊本地震からの創造的

復興が県政最大の課題であるため、復旧・復

興プランのおおむね４年間の取り組みを基本

としております。 

 また、これまで蒲島県政２期８年の成果を

生かし、さらなる発展につなげるため、昨年

10月に策定した熊本県まち・ひと・しごと創

生総合戦略の取り組みに加え、知事が選挙で

県民にお約束した取り組みを盛り込んでおり

ます。 

 資料の左側の基本理念でございます。 

 この戦略により、県民総幸福量の最大化に

向け、災害に強く、誇れる資産
た か ら

を次代につな

ぎ、夢にあふれる新たな熊本の創造を目指す

こととしております。 

 その横の基本目標は、復旧、復興と従来か

らの人口減少社会への対応、その２つを合わ

せ、熊本地震からの創造的復興に何が必要か

という観点から、総合戦略の基本目標を見直

ししたものとなっております。 

 そして、基本目標を達成するための取り組

みの方向性を４つ右側のほうに掲げ、実現に

向けて13の施策により展開してございます。 

 １の安心で希望に満ちた暮らしの創造で

は、３つの施策を展開し、災害が起きても安

全、安心に生活でき、女性、若者、高齢者、

障害者が活躍でき、子育てしやすい生活環境

で、夢と希望に満ちた暮らしの創造を目指す

こととしております。 

 ２の未来へつなぐ資産の創造では、３つの

施策で、震災で甚大な被害を受けた熊本の基

盤の再生や有明海、八代海の再生など、未来

の礎を築くために、次代へつなぐ資産の創造

を目指しております。 

 一番右側のほう、３の次代を担う力強い地

域産業の創造では、５つの施策を展開し、被

災した農林水産業や商工業など、地域産業の

復旧とともに、災害に強い経営基盤の確立、

観光産業の革新や人材確保・育成を行い、力

強い産業の創造を目指してまいります。 

 ４の世界とつながる新たな熊本の創造で

は、２つの施策で阿蘇くまもと空港の復旧、

機能強化や熊本港、八代港の海外展開拠点化

を推進するとともに、国際スポーツ大会開催

等を通して世界とつながる熊本の創造を目指

してまいります。 

 これらの取り組みを進めることで、熊本地

震からの創造的復興、将来世代にわたり幸せ

を実感できる新たな熊本の創造を目指してま

いります。 

 なお、下段にありますとおり、川辺川ダム
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問題、水俣病問題などについて、引き続きし

っかりと対応してまいります。 

 また、各施策の着実な推進に向け、政策評

価を活用した成果重視の県政運営や、市町村

と連携した復旧、復興など、地域創生の推進

に取り組んでまいります。 

 最後に、この４カ年戦略は、10月５日から

11月３日まで実施したパブリックコメント、

11月２日に開催した幸せ実感くまもと「ま

ち・ひと・しごと」づくり推進会議における

意見等を踏まえ、作成しております。 

 報告は以上でございます。 

 

○藤本水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 お手元の資料、経済環境常任委員会報告事

項のうち、環境生活部の冊子をお願いいたし

ます。１ページをお願いいたします。 

 水俣病対策の状況につきまして、前回９月

29日の当委員会で御報告した後の状況につい

て御説明いたしたいと思います。 

 １ページ、一番上の１のところでございま

すけれども、まず10月２日でございますが、

県の認定審査会を開催し、40件の審査を行い

ました。なお、審査結果については、括弧書

きになりますが、11月18日付で38件の棄却処

分を行っております。残り２件は、審査会か

らの答申が保留されております。 

 また、11月27日ですが、県の認定審査会を

開催しまして、これは本年度４回目の開催と

なりましたけれども、50件の審査を行いまし

た。 

 最後に、12月７日ですけれども、食品衛生

法に基づく水俣病の法定調査等の義務づけ等

請求訴訟、これは水俣病の患者発生を食中毒

事件として取り扱い、調査等の実施を求める

訴訟でございますが、東京地裁から国、県勝

訴の判決が出されました。 

 次に、２の認定業務の状況ですが、(1)の

認定申請の状況につきましては、11月30日現

在の認定申請件数は1,207件となっておりま

す。このうち、括弧書きになりますけれど

も、国の臨時水俣病認定審査会での審査を求

めておられる方は10件となっております。 

 (2)の認定検診の状況につきましては、県

外の医療機関等への委託検診のほか、水俣市

立総合医療センターなどにおきまして、県か

らの派遣医師による検診を実施し、検診促進

に努めております。 

 次に、３の水俣病に関する裁判の状況につ

きましては、(1)につきましては、先ほど主

な経緯のところで御説明したとおりでありま

す。 

 (2)ですけれども、現在、国、県、チッソ

を被告とする国家賠償等請求訴訟が５件、水

俣病認定義務づけ等請求訴訟など行政訴訟が

３件の合計８件の訴訟が提起されておりま

す。いずれの訴訟におきましても、県とし

て、司法の場で主張、立証を行い、適切に対

応してまいりたいと思います。 

 報告は以上でございます。 

 

○中尾自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 当課から、２点ほど御報告申し上げます。 

 ４ページをお願いします。 

 まず、国立公園満喫プログラム、阿蘇くじ

ゅう国立公園ステップアッププログラム2020

の策定についてでございます。 

 プログラムはまだ案となっておりますけれ

ども、これは、今月16日、あさってでござい

ますけれども、開催されます阿蘇くじゅう地

域協議会で承認されるということによるもの

でございます。承認されますと、年内に国へ

の報告という手順になっております。 

 内容につきましては、観光復興会議等の御

提案の趣旨に沿った内容あるいは市町村、民

間団体からの御意見、いろんな御提案が織り

込まれた状況になってございます。 

 それでは、主な項目を絞って説明を申し上
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げます。 

 プログラムの目標は、インバウンドの倍増

でございます。左上の2020年の目標欄にあり

ますように、訪日外国人来訪者を、27年度の

68万人から140万人としております。 

 コンセプトとしましては、中央にございま

すように、復興の大地、草原のかほり、火山

の呼吸、風が遊ぶ感動の大地としておりまし

て、大きく４つに分けております。 

 1,000年もの間、人の手で引き継がれてき

た広大な草原空間の活用と保全、世界ジオパ

ークにも認定されております火山と草原がつ

くり出す大景観の力の体験、それから、自然

の中で育まれてきた地域特有の文化、多様な

温泉・湯治文化、災害の体験を生かし、安全

に楽しめる国立公園へとしております。 

 ターゲットとしましては、欧米、オースト

ラリアの個人旅行者、それから、ボリューム

ゾーンであるアジアの団体ツアーとしており

ます。 

 それから、課題としましては、その下にあ

りますように、滞在型観光に不可欠な上質な

宿泊施設やアクティビティーあるいはプログ

ラム不足、雄大な自然観光を阻害する工作

物、老朽化した施設の改善、噴火など自然災

害からの安全対策等でございます。 

 主な実施事項としましては、中段囲いにあ

りますように、課題解決に対応したものとあ

わせまして、ビューポイントの重点的改善、

観光サインの多言語化、情報の一元化あるい

は情報の発信、２次交通や通信環境の改善、

それから、いろんな施設等の中でビジターセ

ンター等の公共施設の活性化、あるいはこう

いったものを案内しますガイド等の導入、そ

れからエコツアー等の造成等でございます。 

 それから、その下にありますビューポイン

トでの主な取り組みでございます。 

 これにつきましては、阿蘇で５カ所、大分

県のくじゅうで６カ所としておりまして、当

県におきましては、阿蘇山上地区、大観峰、

菊池渓谷等におきまして、ビジターセンター

等やあるいは情報発信基地の施設整備を中心

としております。くじゅう地域におきまして

は、主としてソフト的な取り組みを中心とし

た計画としております。 

 それから、アクセスルートとしましては、

左下の囲いでございますけれども、熊本県側

からとしましては、ミルクロードとグリーン

ロードを記載しております。 

 また、右下でございますけれども、国立公

園へのプロモーションとしましては、情報の

発信あるいは多様な関係者の方々との連携を

持っていくということとしております。 

 ステップアッププログラムにつきましては

説明を終わります。 

 続きまして、５ページをお願いします。 

 高病原性鳥インフルエンザの現在の状況で

ございます。 

 鹿児島県出水市におきまして、高病原性鳥

インフルエンザが、先月11月18日に、鶴のね

ぐらの水からウイルスＨ５Ｎ６亜型が、確定

で陽性の判明をしております。翌19日に、死

亡して回収しましたナベヅルから、遺伝子検

査の結果、陽性反応が確認されました。 

 このことから、回収地点から10キロ圏内が

国の野鳥監視重点区域に指定されまして、全

国の対応レベルをレベル３以上に引き上げた

ところでございます。また、この10キロ圏内

に水俣市の一部が入っていたことから、県内

全域を国と同等レベルの熊本県緊急死亡野鳥

等調査区域に指定しまして、検査基準を最も

厳しいものに引き上げております。 

 12月５日現在におきまして、ナベヅル、マ

ナヅル、カモ類20羽の死亡野鳥から、確定検

査で陽性反応となっております。 

 また、２にありますように、現在、県で

は、検査基準を最も厳しい基準に引き上げた

のにあわせまして、11月22日、12月１日に、

県庁内部あるいは関係者を集めました会議、

あるいは野鳥の会への協力確認を行ったとい
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うところで、監視強化等を行っているところ

でございます。 

 また、参考としまして、３で示しています

ように、農林水産部畜産課の対応状況でござ

いますが、現在、水俣市採卵鶏農家５戸への

立入検査の実施あるいは防疫資材10万羽規模

の備蓄、それから県職員の動員等の準備を整

えておるという状況でございます。 

 裏面をお願いします。 

 裏面には、図１で、野鳥のサーベイランス

の流れを図示しております。 

 左下の検体の発見から県の簡易検査、それ

から、陽性、陰性の結果による流れ、鳥取大

学での専門機関による確定検査までを示して

おります。また、公表の基準も示しておりま

す。 

 表１では、調査基準に示しております現在

の国、県の体制を示しております。 

 自然保護課からは以上でございます。 

 

○久保循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 環境生活部報告事項の資料７ページをお願

いいたします。 

 熊本地震に係る公費解体等の状況について

御報告を申し上げます。 

 まず、１の(1)公費解体の進捗状況です

が、10月末から、県全体で2,500棟余り解体

が進みまして、11月末時点で8,500棟余りが

解体済みとなっております。進捗率は、解体

想定棟数をベースにしますと26.2％、実際の

申請棟数をベースにしますと35.9％と、前月

末からそれぞれ5.4％、8.4％の増となってお

りまして、これまでに比べ、やや上向きの進

捗となっております。 

 なお、解体想定棟数につきましては、市町

村からの月例報告に基づいて集計しておりま

すため、11月末時点では３万2,600棟余と、

９月議会で御報告しましたときより3,800棟

余増加しておりますけれども、10月末が公費

解体予約受け付けの締め切りだった熊本市か

らの報告の増によるものでございます。 

 次に、(2)の今後の解体計画でございます

が、グラフの点線部分は、個々の市町村の計

画を積み上げたものでございます。来年の12

月ごろにはほぼ100％に近づき、発災後２年

以内には解体処理が終了する予定となってお

りますけれども、今までのところ、計画と実

績はほぼ重なっておりまして、全体としては

計画どおりの進捗でございます。 

 とはいえ、生活再建を急ぐ被災者の皆様を

少しでも後押ししていくため、(3)のとお

り、加速化のための対策を進めております。 

 １点目として、解体工事業者班数の確保増

でございますけれども、当初に協力いただい

ておりました県内建設業界の公共事業へのシ

フトなどを踏まえまして、県解体工事業協会

で、県外事業者も含めまして、解体班数の確

保、増加を進めますとともに、今年度内に７

市町村で解体工事が終了する予定ですけれど

も、そういった早期に解体が終了する市町村

の解体工事業者を、解体終了がまだまだ期間

等を要する市町村に振り向けていくというこ

ととしております。 

 ２点目としまして、１棟当たりの解体に要

する日時を短縮する方策でございますけれど

も、被災者による思い出の品の取り出しのた

めの時間の短縮というのはちょっと難しいと

ころでございますが、解体時の混合廃棄物の

分別などの工法や基準を一部緩和いたしまし

て、解体工事業者の手間を少しでも減らす取

り組みを進めてまいっております。 

 ３点目としまして、解体による廃棄物の受

け入れを拡大する対策でございますが、７市

町村からの受託処理を行う県の２次仮置き場

におきましては、９月末からの木くず、10月

末からのコンクリート殻、瓦に続きまして、

先週末の９日から、益城町の全壊家屋の混合

廃棄物の受け入れを開始いたしました。来週

から、機械と人力による破砕・選別処理を開
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始いたしまして、処理能力を確認しながら、

徐々にフル稼働に移っていく予定で進めてお

ります。 

 ８ページをごらんください。 

 ２、二次仮置場についてですが、県内の主

要な産業廃棄物処理事業者で構成いたします

熊本県災害廃棄物処理事業連合体に処理を委

託しておりまして、７市町村の災害廃棄物を

対象に、先ほど公費解体の加速化策の３点目

で御説明しました順序で、廃棄物の種類ごと

に、順次運用を開始しているところでござい

ます。 

 次に、３、広域処理の状況についてです

が、県内での処理能力が不足する木くずや

畳、瓦につきましては、表のとおり、九州内

だけでなく、九州外も含めまして広域的に処

理を進めているところでございます。 

 処理先は、市町村の一般廃棄物処理施設や

産業廃棄物処理事業者、セメント工場、バイ

オマス施設と多岐にわたっておりますけれど

も、今後の発生量にあわせまして、さらなる

搬出先の確保を行い、広域処理の拡大を図っ

てまいる予定でございます。 

 参考としまして、直近時点における重量ベ

ースの処理状況を記載しております。 

 10月末時点で、全県で71.5万トンが処理さ

れておりまして、進捗率は36.6％、再生利用

率は、目標の70％に対し、現時点では60.7％

となっております。８月末までは、いわゆる

片づけごみの焼却、埋め立てが中心でござい

ましたために、52.4％と低くなっておりまし

たけれども、家屋解体の廃棄物が中心となり

ました９月、10月の再生利用率は、約80％と

なっております。徐々に目標に近づいておる

ところだと考えております。 

 なお、注書きに記載しておりますけれど

も、10月以降、各市町村において災害査定が

実施されておりますが、この際、各市町村が

廃棄物の発生量を推計して国に報告しており

ます。先日、環境省のほうから報告がござい

まして、その合計は316万トンとなっており

ます。 

 最後に、４、その他でございますが、６月

に定めた県の災害廃棄物処理実行計画の見直

しについてでございます。 

 ９月時点では、年末には見直しをしたいと

いうことで御説明いたしましたけれども、熊

本市や益城町を初め多くの市町村で、公費解

体申請の受け付けが本年度末までとされてお

りまして、冒頭で御説明した公費解体の進捗

状況の中でも、申請棟数が想定棟数のまだ７

割強となっておりますのを見ましても、今後

も数値が変動していく可能性が十分にござい

ます。 

 先ほどの環境省報告の数値もございますけ

れども、東日本大震災などの先例でも、発災

後１年で見直しを行っておりまして、もう少

し実績を踏まえて見きわめていく必要がある

というふうに考えております。 

 ついては、今後も公費解体の進捗をしっか

りとフォローしながら、実行計画について

は、発生推計量も含めまして、来年４月ごろ

に見直す予定としております。 

 引き続き、早期の災害復旧、復興へ向け

て、誠心誠意全力で取り組んでまいりますの

で、今後とも委員各位の御支援、御協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 報告は以上でございます。 

 

○内野幸喜委員長 今１から５までの報告の

説明が終わりました。まず、この１から５ま

での報告についての質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○髙島和男委員 自然保護課、鳥インフルエ

ンザについてお尋ねしたいと思うんですけれ

ども、お話しのように、インフルエンザが発

生をしたということを仮定としたときの備蓄

であったり、職員の皆さんの動員あたりのリ
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ストというのはできておるようでございます

けれども、この鳥インフルエンザを予防する

ためには石灰しかないんですかね。 

 といいますのが、実際に養鶏農家の方から

やっぱり相談がありまして、かかったらもう

どうしようもない、もう埋めるしかないと。

今石灰をまいていると、しかしながら、やっ

ぱり大規模だものですから、雨も降ったりす

ると石灰がまた流れてしまう、そして、マン

パワーが不足する、散布するにも時間もかか

る、経費もかかる、ほかに何か行政としてな

いんですかねというような相談があったんで

すが、いかがでしょうか。 

 

○中尾自然保護課長 これにつきましては、

基本的には、野鳥、渡り鳥が持っている病原

菌でございます。また、一方で、国内に入り

ますと、家禽への伝染は、ちっちゃい虫とか

も入ってまいります。今現在、大きな農家の

方々はネットをかぶせていらっしゃいますけ

れども、基本的にそれで完全に守れるかと、

さっき言いましたように、ちっちゃな虫も入

ってまいりますから、非常に厳しいと。現状

では、今おっしゃったような、そういう消石

灰であるとか、発生した周辺での薬剤処理と

かいうのでしか今のところないという状況で

ございます。 

 

○西岡勝成委員 この鳥インフルエンザの件

ですけれども、牛深は、出水に行く鶴の飛行

ルートなんですね。鶴葉山という名前がつい

ている場所もあるぐらいで、牛深の上を通っ

ていく。牛深は、魚類養殖があり、水産加工

業があるものだから、ヒッチコックの鳥みた

いにいっぱいカラスとかトンビがいるんです

よ。 

 そういうのが、たまたま何かの原因で死ん

でいるのもあるんですけれども、そういうも

のを見つけたら、まず注意事項、まあ保健所

に連絡するとかというのはあるんですけれど

も、天草には天草大王という養鶏がありまし

て、そういうのが１回出ますと大変なことに

なるので、予防措置あたりは――まあ、ルー

ト上にあるので心配するんですが、何かして

ありますか、天草の養鶏場。 

 

○中尾自然保護課長 今お話ししましたよう

に、基本的に野鳥が入ってくる分につきまし

ては、畜産課のほうから各農家の皆様に、ま

ずネットをかぶせてくださいということはま

ず一番にお話ししているかと思いますけれど

も、それが今のところ最善な対応策というこ

とでございます。それにつきましては、いろ

んな情報、あるいは職員、市町村を通して周

知徹底しているという状況でございます。 

 

○西岡勝成委員 素人が仮に死んだ鳥を見つ

けた場合は、注意事項は何かあります。 

 

○中尾自然保護課長 まず、広報で流してい

ますのは、見つけましたら、絶対さわってく

れるなということで、まず第一報を県にくだ

さい、あるいは警察にくださいということは

お伝えしております。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 

○末松直洋委員 公費解体の件についてです

けれども、今後は順調に進められていくとい

うことですけれども、現在、加速化の対策と

して、今後県全体で140班が予定されている

ということですけれども、今現在では何班ぐ

らいがその工事にかかっておられるんでしょ

うか。 

 

○久保循環社会推進課長 現在、公費解体で

実働している班数ですね。これは、711班入

っておるということです。 

 

○末松直洋委員 それでは、今後は140班に
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減るということなんですか。 

 

○久保循環社会推進課長 実際、どのくらい

建設事業者のほうが公共事業のほうにシフト

をしていかれるか、ここについてはなかなか

ちょっと把握はできておりませんけれども、

そこの減分を見越して140班を充てて、解体

班数を維持したいというふうに考えておりま

す。 

 

○末松直洋委員 今おっしゃられたように、

被害がひどかった阿蘇、上益城、宇城地域

は、これから公共工事がどんどん出てきて、

とても解体の仕事にはつけないということを

聞きますので、この班数で足りるのかなとい

うのをちょっと私は心配しておりますけれど

も。 

 

○久保循環社会推進課長 県内の事業者だけ

ではなかなか難しいところもあると考えてお

りますので、九州管内の事業者にもお声かけ

をして、ぜひ参加していただくという形で数

を維持していくということを考えておりま

す。 

 

○末松直洋委員 建設業者の人からお話を聞

けば、人さえおれば解体も受けられるんだが

なということも聞きます。先ほど有効求人倍

率のお話も出ていたんですけれども、なかな

か若い人たちが来てくれないということで、

非常に困っておられます。そこら辺の兼ね合

いもあって、順調に進んでこの計画どおりに

いけば安心なんですけれども、そこら辺は大

丈夫でしょうね。 

 

○内野幸喜委員長 久保循環社会推進課長。

でも、確かに心配なことですからね、そこ

は。 

 

○久保循環社会推進課長 一応、そこの御心

配は、我々も、業界のほうからいろいろ話は

聞いておりますけれども、それがゆえに、慎

重に、各市町村と一緒になって進捗状況をフ

ォローしていきたいというふうに考えており

ます。 

 

○末松直洋委員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 

○髙島和男委員 公費解体の解体の工期を短

縮するということで、分別の方法を一部緩和

するというお話だったと思うんですが、ちょ

っと具体的にそこを教えてもらっていいです

か。 

 

○久保循環社会推進課長 解体基準の緩和に

つきましては、例えば――もちろん混合廃棄

物とか何かでどうしても分別してもらわなき

ゃいけないもの、例えば危険物ですね。ガス

ボンベとかが入ってきている場合もございま

すし、有害物、農薬とか殺虫剤とか、そうい

ったものが入ってくる場合もございます。そ

ういったものは最低のけてもらうとしまして

も、例えばコンクリート殻の大きさを、今ま

で15センチ以下としてくれとしていたのを、

例えば50センチまでは受け入れるとしたり、

例えば木くずのほうにつきましては、金属類

で耐震プレートとかアンカーボルトとか、そ

ういった大きなものは従来どおりのけてもら

いますけれども、そういったサイズ面とか付

着物については緩和したりとか、そういった

形で対応しようと考えておるところでござい

ます。 

 

○髙島和男委員 ありがとうございました。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。 

   (｢ありません｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 なければ、ここで一旦５
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分間休憩をとらせていただきたいと思います

が、大丈夫ですか。 

 

○岩中伸司委員 大丈夫。 

 

○内野幸喜委員長 休憩とらなくていいです

か。 

 

○岩中伸司委員 もう後は長うなかろう、そ

がん。 

 

○内野幸喜委員長 じゃあ、引き続き報告事

項の６番の説明をお願いいたします。 

 

○磯田政策審議監 それでは、商工観光部関

係の報告事項の冊子のほうをお出しいただけ

ればと思います。 

 私のほうから、インデックスの１の熊本県

中小企業振興基本条例に基づく取組みについ

て御報告をさせていただきたいと思います。 

 この条例は、議員提案で平成19年に制定さ

れ、平成26年12月には小規模企業振興の基本

方針を加える改正がなされ、本県の中小企業

振興対策の基本となっているものでございま

す。 

 では、インデックスの１がついているＡ３

の紙のほうで説明させていただきたいと思い

ます。 

 資料の左側でございますが、平成27年度の

主な取り組みの成果をまとめております。 

 Ⅰの条例の周知・中小企業者の受注機会の

増大等につきましては、条例の周知に――特

に改正もしておりましたので、重点的に取り

組むとともに、県発注の工事、物品、役務に

対して、中小企業の受注機会の増大に取り組

んでおりまして、平成27年度は85％を確保し

ております。 

 Ⅱの中小企業振興に関する基本方針に基づ

く取組みにつきましては、主な施策の成果を

条例の基本方針の起点に沿って整理をしてお

ります。 

 このうち、平成27年度から新規に取り組ん

だものとしては、この２つ目のダイヤのとこ

ろ、経営の革新の促進のところ、中小企業の

攻めの経営を担う人材確保を支援するプロフ

ェッショナル人材戦略拠点の設置、それか

ら、一番下にございますダイヤのところ、誰

もが安心して働き、活躍することができる雇

用環境の整備のブライト企業39社の認定など

がございます。 

 それから、Ⅲは、平成26年度の条例改正に

より設けられた小規模企業振興に関する基本

方針に基づく取組みでございます。 

 小規模事業者等の経営革新、創業等を図る

ために、セミナーの開催、専門家派遣による

支援、ものづくり人材の育成支援等に取り組

んだところでございます。 

 次に、資料の中央部分、黄色い部分でござ

います。ごらんをいただければと思います。 

 今年度の事業実施に当たっての現状と課題

をまとめております。 

 ４月に発生しました熊本地震により、中小

企業の方々も、経済活動の著しい停滞や観光

客の減少等に直面してまいりました。これに

対応するために、企業を潰さない、雇用を守

る、痛んだ地域産業を支えることは何よりの

課題となっております。 

 また、下のほう、先ほどからも話になって

おりましたが、従前から課題であります人口

減少につきましては、地震により人口流出の

加速化という問題も生じております。このた

め、引き続き、若者の県内への定着、本県へ

の人材還流、雇用創出、新たな販路開拓や需

要喚起といったことが必要となっておりま

す。 

 これらの課題に対応して、平成28年度に実

施する主な項目を、右側緑の部分にまとめて

おります。 

 熊本地震からの復旧・復興の推進につきま

しては、御承知のとおり、制度融資の拡充や
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グループ補助金での中小企業の施設、設備の

復旧について取り組んでいるところでござい

ます。 

 また、雇用維持や離職防止に係る取り組

み、県産品の販路や市場の回復に対する支

援、観光需要の回復のため、九州ふっこう割

を実施しております。 

 次に、地方創生の更なる推進について、主

な取り組みを記載しております。 

 １つ目のＩＴ、ＢＰＯ・コールセンター等

の４分野の人材育成は、今年度からの取り組

みで、震災離職者の雇用支援や若者流出防止

等を図ってまいります。 

 また、２つ目のブライト企業の認定や普及

啓発に引き続き取り組み、県内の魅力ある企

業をＰＲし、若者の県内での就職促進を進め

るとともに、本県への人材還流促進を図るた

め、新たにＵＩＪターン就職支援センターを

設置してまいります。 

 さらに、リーディング企業等の創出や観光

関連産業も対象とした雇用創出に取り組むと

ともに、海外との経済交流の促進を通じて、

県産品の販路拡大に取り組んでまいります。 

 以上、概要を簡単に御説明いたしました

が、２ページ以降の冊子のほうに説明した内

容を、さらに、16ページ以降に、昨年度と今

年度の取り組み一覧をまとめておりますの

で、詳細はこちらを御参照いただければと思

います。 

 今後とも、当条例に基づき、熊本地震への

対応を初め、中小企業の振興にしっかりと取

り組んでまいりたいと思います。 

 報告は以上でございます。 

 

○石元労働雇用創生課長 報告事項のインデ

ックス２、熊本県産業人材の確保・育成及び

県民の活躍支援に関する計画について御説明

いたします。 

 Ａ３判の概要版を御用意しておりますの

で、そちらで説明させていただきます。 

 この計画は、先ほど説明がありました熊本

復旧・復興４カ年戦略の策定に合わせ、労

働、人材育成に係る個別計画として取りまと

め、策定の手続を進めております。４カ年戦

略に合わせて、計画期間は平成31年度までの

４カ年でございます。 

 外部の有識者を含む労働審議会で４回にわ

たり審議していただき、また、11月のパブリ

ックコメントを経て、今月最終案を取りまと

めましたので、その概要について御報告をい

たします。 

 なお、ことし２月の常任委員会におきまし

て、一度骨子案という形で御報告させていた

だいておりますが、その後発生した熊本地震

からの復旧、復興に向けて、内容の見直しを

行っております。 

 それでは、概要の説明に入ります。 

 まず、上段左側の本県の労働、産業人材育

成行政を取り巻く情勢についてですが、有効

求人倍率が1.0倍を超える月が２年以上続い

ております。また、生産年齢人口の減少や若

者の県外転出超過等により、人材不足が生じ

ているという状況でございます。 

 このような中、熊本地震により、雇用の場

である企業の被災、若者のさらなる県外流

出、復旧工事の増加等に伴う有効求人倍率の

上昇等が見られ、従前からの産業人材不足が

今後一層進んでいくことが懸念されます。 

 これらの現状を踏まえまして、右側に課題

を整理しております。 

 産業人材の確保、育成については、地震発

生以前から取り組んでまいってきたところで

ございますが、今後、これらの地方創生に向

けた取り組みを加速化させるとともに、地震

により新たに発生した復興人材の確保や育成

などの課題にも対応する必要があると考えて

おります。 

 その下の段に記載しております基本目標で

ある、熊本地震を克服し、働く場所として選

ばれ、誰もが輝き、夢あふれる熊本の実現に
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向け、下の段にお示ししています４つの計画

推進の主な取り組みに沿って施策を展開する

こととしております。 

 １、産業・復興人材の確保につきまして

は、雇用の維持を図るとともに、県内就職を

促進し、熊本の復興や地方創生につなげる取

り組みを行っていくこととしております。 

 被災企業等の雇用維持支援や震災離職者等

の就職支援、新規学卒者の県内就職の促進、

ブライト企業のＰＲ等による県内企業の魅力

発信、建設等人手不足分野における人材の確

保、中小企業の人材確保、留学生の県内就職

の推進に取り組んでまいります。 

 次に、右側の２、県外からの還流促進につ

きましては、県外から人材を呼び込み、熊本

の復興や地方創生につなげる取り組みを行っ

ていくこととしております。 

 ＵＩＪターン就職支援センターの設置によ

る還流促進、県外の大学等と連携した就職支

援等に取り組んでまいります。 

 次に、左下の３、活躍支援・魅力ある職場

づくりの推進につきましては、誰もが活躍で

き、安心して働ける労働環境を整備し、熊本

の復興や地方創生に向けた人材確保等につな

げる取り組みを行っていくこととしておりま

す。 

 女性の社会参画の加速化、高齢者、障害者

等の就労支援、働き方改革の推進、働きやす

い職場環境の整備等に取り組んでまいりま

す。 

 その右の４、産業・復興人材の育成につき

ましては、熊本の復興及び将来を担う人材を

育てる取り組みを行っていくこととしており

ます。 

 地域の産業ニーズに応じた人材の育成を行

うとともに、幼少期からのキャリア教育や企

業、学生双方にとって有益となるようなイン

ターンシップの実施等に取り組んでまいりま

す。 

 最後に、その下段ですが、計画の着実な推

進に向けて、労働局と連携、協力し、推進し

ていくこととしております。 

 以上、労働人材育成に係る計画の概要でご

ざいました。労働雇用創生課からの報告は以

上でございます。 

 

○前野エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 同じ資料のインデックス３、阿蘇採石場の

終掘に向けた取組みについて御説明いたしま

す。 

 お手元の資料の、１枚めくっていただい

て、３ページのほうにＡ４横の写真がござい

ます。 

 向かって左側、正面左側の村本建設工業、

その横の島村組の２社が、現在操業中でござ

います。島村組の右側、南九州砕石、阿蘇町

営砕石場は、既に終掘しているところでござ

います。 

 申しわけありませんが、１ページのほうに

お戻りをお願いします。 

 １番の経緯でございますが、発端は、平成

23年度に島村組から、平成24年度から採取区

域を拡張したいという協議があったことでご

ざいます。県では、庁内のＰＴ会議を開催

し、対応方針を決定しました。対応方針は、

その下の四角囲いにございます。 

 (1)の平成24年度に拡張する計画につきま

しては、認めない。そして、拡張計画によら

ない防災対策等を検討すること。(2)の平成

28年末終掘に向けた対応については、地元と

の終掘協定、実は、この２事業者とも、平成

14年に、平成28年末をもって終掘という終掘

協定を地元と結んでおりました。その協定に

基づき、終掘に向けて取り組むことといたし

ました。 

 その下に参考で記載しておりますが、昭和

54年に、この地域が国立公園特別地域にな

り、新たな採石はできなくなりました。既に

操業中の５社につきましては、既得権が認め
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られ、このうち２社は、県と終掘協定を締結

し、平成16年度までに終掘しました。その

後、１社が、平成16年度末に自主的に終掘し

ました。今回の２社は、平成14年３月に地元

と終掘協定を締結し、現在に至っているとこ

ろでございます。 

 このような中、平成24年７月に阿蘇で大水

害が発生し、地元には防災面の不安があるこ

とがわかりました。県では、地元説明会を開

催するとともに、庁内ＰＴ会議で検討を重ね

ました。その結果、防災面から３つの課題が

整理されました。 

 矢印の下に課題を書いております。 

 １点目は、直壁面の安全性です。 

 村本建設工業の現場は直壁になっており、

これを上部からベンチカットしようとすれ

ば、平成28年末の終掘には間に合わないこと

になります。そのため、直壁を残さざるを得

ません。この直壁の安全性を確認しなければ

ならないということが課題１になっておりま

す。 

 ２点目は、最上部からのベンチ形成と作業

道の修景でございます。 

 恐れ入りますが、資料の４ページ、最後の

ページの上の段、写真のほうで見ていただき

たいと思います。 

 写真の左側の黄色で囲んだ部分、これが作

業道になります。地元は、作業道が崩れた

り、作業道からの水が左側の谷に流れ込んで

土砂が落ちるという不安を持っております。 

 ３点目は、貯水池の埋め戻しです。 

 写真の中に赤色で囲んだ部分が貯水池でご

ざいます。この写真は、平成24年当時のもの

でございます。現在は、地震による崩落岩石

により約４分の３が埋まっている状況です。

もともと約40万立米の大きな穴で、ここに水

がたまって崩落し、地元の方々は、それにつ

いて大変恐れております。 

 この３つの課題をクリアすれば、地元と合

意できる可能性があることがわかり、検討に

入りました。 

 恐れ入ります。最初のページ、１ページを

お願いします。 

 下のほうの課題への対応をお願いします。 

 (1)の直壁面の安全性への対応でございま

すが、採石場のボーリング調査や観測調査な

どを行った結果、かたい岩盤が入っており、

直壁面の安全性は確認できました。また、今

年度地震に伴う斜面崩落等について調査を実

施中でありますが、崩落箇所は村本建設工業

と島村組との境界部分でございまして、この

直壁面等については崩落はありませんでし

た。 

 ２ページをお願いします。 

 (2)の課題２、ベンチ形成と作業道の修景

への対応でございますが、業者への指導を強

化し、認可期間を４カ月に短縮しておりま

す。そして、その間、月２回の現地指導を行

っております。 

 (3)の終掘に伴う防災対策への対応でござ

いますが、関係部局で終掘時の防災対策案を

策定いたしました。ポイントは３点でござい

ます。貯水池は全て埋め戻し、貯水池の外に

排水路を設置し、下流の河川に雨水を流す。

埋め戻し、排水路整備の事業主体は、県及び

阿蘇市としました。 

 この対応方針に基づき、地元車帰区、採石

業者、阿蘇市と、平成28年12月末、今月末の

終掘について合意いたしました。 

 なお、終掘につきましては、採掘行為、石

をとる行為の終了を意味しておりまして、今

後は、業者が、１年から３年程度かけて緑化

やプラント撤去等の跡地整備をすることとし

ております。 

 防災対策事業の詳細につきましては、４ペ

ージをお願いいたします。 

 下段のほうに表であらわしております。こ

の表が、終掘に向けた工程表でございます。 

 平成28年の縦の赤い線は、終掘予定の平成

28年12月を示しております。平成28年度から
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は、写真のちょうど中ほどにあります朱色で

囲った排水路、林地部の工事を施工いたしま

す。市道の側溝につきましては、阿蘇市が、

平成29年度以降、着手する予定です。 

 申しわけありません。もう一回２ページの

ほうにお願いします。 

 ３の平成28年度の取組状況でございます。 

 課題１の直壁面の安全性への対応につきま

しては、先ほど説明したとおり、地震の影響

による崩落について調査実施中ですが、直壁

面の崩落はございませんでした。また、ベン

チカットした部分、作業道の崩落もございま

せんでした。 

 (2)のベンチ形成、作業道の修景への対応

については、引き続き業者への指導強化を行

ってまいります。 

 (3)の課題３、終掘に伴う防災対策への対

応につきましては、防災対策工事の水田部の

排水路工事が完了し、引き続き、先ほど申し

ました、林地内の排水路工事を実施予定でご

ざいます。 

 (4)地元地区説明会では、終掘に伴う事業

の説明を行うとともに、採石場の合同パトロ

ールを実施しております。 

 (5)の阿蘇採石問題検討ＰＴ会議の開催に

つきましては、各部局の協力を得ながら、対

応方針を検討、決定してまいります。 

 エネルギー政策課は以上でございます。よ

ろしくお願いします。 

 

○内野幸喜委員長 以上で報告の説明が終了

しましたので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○西岡勝成委員 一番最後の説明で、３ペー

ジの写真を見ると、阿蘇町営の採石場はぴし

っとベンチカットしてありますよね。する

と、島村組のも、写真で見る限りはベンチカ

ットしてあるかなという感じがするんです

が、村本建設工業と南九州砕石跡地を見る

と、ベンチカットがしてない。これは監督責

任は県にあるんじゃないの。町のはちゃんと

ベンチカットしてできている。御所浦の場合

も一緒ですけれども、されている場合とされ

とらぬ場合がある――これは監督はどこがす

るんですか。 

 

○前野エネルギー政策課長 県のほうで、そ

ういう計画を見ながら指導するということに

なっております。 

 

○西岡勝成委員 まあ、人がおらぬことも私

もよく聞いていますが、これは完全にしてな

いですよね、南九州砕石と村本建設工業は。

これはやっぱり監督――町のはきちっとこれ

はできているから緑化も進んでいるし、こう

いうところにも私はやっぱり問題があると思

うんですね。今までの、要するに県の指導と

いうか、こういうことに関する、まあ人が足

らぬということは、100以上の採石場があっ

て４人しかいないということも聞いています

けれども、こういうことがもう許される時代

じゃないと思うんですけれども、その辺の確

保はやっぱりぜひしていかないと、こうして

ちゃんとやっている業者とやってない業者が

何にも変わらないんじゃ、後からこれはやれ

と言ってもできませんよ。後から、とってし

まってから。この辺はどうですかね。 

 

○前野エネルギー政策課長 御所浦の件も含

めまして、私どもの回数なり、そういう指導

が行き足らなかったところもあると。 

 業者によっては、そういう認可の際の計画

の図面どおり着実にやっていただく業者もご

ざいます。直壁が残ったところとか、図面ど

おりやっていないところにつきましても、非

常に反省をしておりますが、今後は人員体制

を整えて、今まで年間１回行けるか行けない

かぐらいの回数も、体制を充実して監督、指

導に努めていきたいと思っております。 
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○西岡勝成委員 これはもう大いに反省をし

て、今後こういうことのないようにしていか

ないといけないと思います。 

 

○岩中伸司委員 今の課長の説明だと、契約

をするときに、きちんと工法を含めて、いわ

ゆる法に基づいた形で契約がなされたという

ことで、全くそれを守らない業者がいるんで

すね、実際。 

 

○前野エネルギー政策課長 採石場につきま

しては、業者さんのほうは、まだ拡張とかそ

ういうのも考えながら、例えば最終残壁、最

終的に残る壁でベンチカット、緑化というの

がございます。ただ、後から公園が入ったり

とかすると拡張ができなくなるとか、そうい

うところが出てきますと、なかなか。もっと

10メートル、20メートル奥まで行くつもりだ

ったのに、ここでとか、そういう場所もござ

います。ですから、一概に必ず、手前のほう

は直壁だけど、奥に行けたらベンチカットを

して緑化をするつもりだったとか、する計画

だったとか、後からほかの分が、そういう場

所もございます。ですから、場所場所によっ

てですね。 

 ただ、一応最終残壁、最後に残る壁が出る

場所、例えばこの一番左側をこの認可期間中

にやって、ここはもう最終ですということで

あれば、緑化をちゃんと我々は指導をし、そ

の確認をしながらいくべきことだと考えてお

ります。 

 

○岩中伸司委員 業者が途中で計画変更とい

うか、もっとやっぱり採石を進めていこうと

か、いろんな変更をするときがあるもので、

なかなかチェックができないということで理

解していいですか。 

 

○前野エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 まあ、それだけじゃなくて、確かに西岡委

員のおっしゃった監視体制とか、そういうと

ころの不備なところがあったことは非常に深

く反省し、今後、体制の整備について、関係

課と今協議をやっているところでございま

す。 

 

○奥薗商工観光労働部長 阿蘇の件につきま

しては、私が課長時代からやった関係がござ

いますので、ちょっと申し上げたいと思いま

す。 

 採石法というのは、高度成長期時代にでき

ました法律でございまして、最初から段々で

したほうが、いわゆる安全性の観点からもい

いことはいいんですけれども、技術指針とし

てそういうものがありました。ですから、最

初のころは、もう何十年も前は、それほど厳

格に守られていなかったということですね。

もう10年ぐらい、私が直接やり出したころか

らは、これはもう組合にこのとおりにやって

くださいということで指導を徹底しているわ

けでございます。ただ、ずっと昔からやられ

ているようなところには、ままこういう例も

ございます。 

 それから、この阿蘇につきまして言います

と、直壁というのは気になったんですね。た

だ、これをだんだん削ろうとすれば、またさ

らに後方まで侵食して何十年かかるかわから

ない、そういう事態でございましたので、住

民の方ともお話しして、この残壁で安全性が

確認できるかということで、わざわざボーリ

ングまで掘りまして安全を確認して大丈夫だ

ということをとった上で、じゃあもうこの直

壁でそのままにしておこうというような合意

を得て、今回、終掘ということになったとい

う状況でございます。 

 もちろん、今後、そういう段を徹底すると

いうのは、我々の監視が重要でございますの

で、徹底してまいりたいと思っております。 
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 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。――なければ、これで報告に対する質疑

を終了いたします。 

 ここで、私のほうから１つ御提案がござい

ます。 

 さらなる委員会活動の活性化に向けた取り

組みの一つとして、昨年から、常任委員会ご

とに１年間の常任委員会としての取り組みの

成果を、２月定例会終了後に県議会のホーム

ページで公表することとしております。 

 ついては、これまで各委員から提起された

要望、提案等の中から、執行部において取り

組みの進んだ項目について、私と副委員長で

取り組みの成果(案)を取りまとめた上で、２

月定例会の委員会で委員の皆様へお示しし、

審議していただきたいと考えておりますが、

よろしいでしょうか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 それでは、そのようにさ

せていただきたいと思います。 

 それでは、最後にその他で何かあるでしょ

うか、その他で。 

 

○溝口幸治委員 １点、済みません、短く行

きますけれども、商工観光労働部長に。 

 きょう、グループ補助金についていろいろ

議論がありました。いろいろな御指摘は御指

摘としてしっかり対応していただきたいと思

いますけれども、震災発災以来からずっと見

てくる中で、まあいろいろ苦情もありますけ

れども、本当にきちっとその都度修正をし

て、職員の方がよくやっていただいていると

思います。特に、商工政策課と、あと商工振

興金融課と観光課とかも、非常に残業も多い

というふうに聞いておりますし、これで喜ん

でいる人もたくさんいますので、引き続き頑

張っていただきたいとは思いますが、見てい

て、職員の数が本当にどうなのかなというふ

うに思いました。 

 先ほど部長がおっしゃったように、誰でも

できる仕事じゃないんだというのは、私も自

分の経験上、例えば申請書類を出して――き

ょう厳しい御意見もありましたけれども、出

して、それが間違っているものあるいは勘違

いによる間違い、あるいは不正を見抜く力と

いうのは本当に必要なんですね、職員は。み

んないい人ばっかりじゃないんで、この機に

どさくさに紛れてという人もいるかもしれな

い。それを見抜く力というのは非常に大事で

す。 

 ただ、一方、きょう御意見が出たように、

やっぱり物の言い方とか相手に対する寄り添

い方によって、やっぱり全然感じ方が違うの

で、この両方をあわせ持つという意味で、多

分部長は、誰でもできる仕事じゃないという

ことをおっしゃったんだと思いますが、とは

いえ、そういう職員を成長させながら、育て

ながら使っていくというのは非常に大変だと

思いますけれども、やっぱりそういう職員を

ふやしていかないかぬと思うんですね、観光

にしても、商工にしても。 

 というのが、観光課は、去年は国際スポー

ツがあって、本来の観光課の仕事よりも、そ

の国際スポーツのほうに比重をとられて四苦

八苦したということがあって、ことしは国際

スポーツは別に独立しましたけれども、来年

度以降、やっぱりグループ補助金でお金を出

して、その後の、例えば融資だとか、いわゆ

る中小企業、小規模事業者に寄り添ってちゃ

んと支援をしていかなければ、本当の復興と

いうのはあり得ないと思いますし、観光だっ

て、まだ阿蘇は相当痛んでいます。ふっこう

割が終わる、こうなると、ある意味劇薬でし

たので、この副作用がどうなるかということ

も含めて、これは観光にも物すごく力を入れ

ていかないかぬし、国際スポーツは、当然、

2019年と期限が決まっていますからね。ここ

も職員の増員というのもある。 
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 今エネルギー政策課の話聞いていると、何

か大変だという話もありますけれども、商工

観光労働部自体がやっぱり人をふやして、こ

のまさに震災対応を含めてやっていかない

と、今の職員数では非常に心もとないという

か、不安じゃないかというふうに思いますの

で、このあたり来年に向けて、部長としてど

うお考えになっているのか。もちろん、人事

課、財政課との協議になると思いますが、ぜ

ひ私はしっかりかち取っていただきたいと思

いますので、その辺も含めてお答えを。 

 

○奥薗商工観光労働部長 応援ありがとうご

ざいます。 

 おっしゃるとおりでございまして、この地

震によりまして商工観光労働部の位置づけと

いいましょうか、役割もさらに大きくなった

と思っております。 

 その急所に対する目くばせは、現在過渡期

でございますので、応急処置的なやつ、今で

も他部局から応援はいただいております。た

だ、そこが単純なチェックぐらいのところを

お任せしていて、肝の、先ほど見抜く力とお

っしゃいましたけれども、そういったものは

ちょっと任せられない部分がありますので、

何とかこの１、２、３月はしのごうと思って

います。 

 来年度は、今総務部のほうに一応、一応と

いうか、この事業の大切さを認識していただ

いておりますので、しっかりとした体制で臨

みたい。これは、もちろん観光につきまして

も同様でございます。頑張らせていただきま

すので、今後とも御指導方よろしくお願いい

たします。 

 

○内野幸喜委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第５回経済環

境常任委員会を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

  午後０時29分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  経済環境常任委員会委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


